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回次 第88期 第89期 第90期 第91期 第92期

決算年月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 2026年３月

売上高 （千円） 16,939,242 19,677,406 19,242,406 21,578,662 20,737,290

経常利益 （千円） 1,692,466 2,277,120 2,630,411 3,555,622 2,968,475

当期純利益 （千円） 1,164,220 1,607,193 1,804,357 2,390,888 1,791,692

持分法を適用した場合の投資

利益
（千円） － － － － －

資本金 （千円） 1,953,930 1,953,930 1,953,930 1,953,930 1,953,930

発行済株式総数 （千株） 12,401.7 12,401.7 12,401.7 12,401.7 12,401.7

純資産額 （千円） 17,405,644 18,577,577 19,707,895 19,631,592 20,770,271

総資産額 （千円） 29,316,470 27,909,270 29,948,777 32,618,946 30,507,635

１株当たり純資産額 （円） 1,415.67 1,510.99 1,599.99 1,708.48 1,811.62

１株当たり配当額
（円）

35.00 74.00 79.00 86.00 90.00

(うち１株当たり中間配当額) (10.00) (19.00) (38.00) (41.00) (44.00)

１株当たり当期純利益 （円） 94.18 130.72 146.73 204.66 156.30

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 59.4 66.6 65.8 60.2 68.1

自己資本利益率 （％） 6.8 8.9 9.4 12.2 8.9

株価収益率 （倍） 13.1 12.2 14.0 8.2 12.2

配当性向 （％） 37.2 56.6 53.8 42.0 57.6

営業活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） 1,372,809 △459,199 1,520,839 △1,532,659 5,074,466

投資活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） △759,395 △55,353 △291,832 △815,864 △659,692

財務活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） △439,262 △541,033 △1,100,615 △366,848 △900,228

現金及び現金同等物の期末残

高
（千円） 10,538,638 9,483,051 9,611,442 6,896,070 10,410,971

従業員数
(人)

232 234 238 245 255

[外、平均臨時雇用者数] ［－］ ［－］ ［－］ ［－］ ［－］

株主総利回り （％） 91.8 123.2 161.9 140.9 163.8

（比較指標：配当込み　

TOPIX）
（％） (102.0) (107.9) (152.5) (150.2) (202.2)

最高株価 （円） 1,778 1,698 2,077 2,049 2,119

最低株価 （円） 1,088 1,137 1,467 1,559 1,357

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

　（注）１．当社は、連結財務諸表を作成していませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については

記載していません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載していません。

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。

- 1 -



４．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（人材会社からの派遣社員）は、年間の平均人員を[　]外数で記

載していますが、重要性がないため、記載していません。

５．第88期の１株当たり配当額には特別配当15円を含んでいます。

６. 第89期の１株当たり配当額には特別配当35円を含んでいます。

７. 第90期の１株当たり配当額には特別配当３円を含んでいます。

８. 第91期の１株当たり配当額には特別配当４円を含んでいます。

９. 第92期の１株当たり配当額には特別配当２円を含んでおり、普通配当44円とあわせた合計46円が期末配当額

として2026年６月25日開催予定の定時株主総会の決議事項になっています。

10．最高株価及び最低株価は2022年４月４日より東京証券取引所スタンダード市場におけるものであり、それ以

前は東京証券取引所（市場第二部）におけるものであります。

1912年６月 井上昌二が大阪市北区与力町において井上鉄工所を創立

1932年５月 大阪市都島区に工場建設　合資会社に改組

1936年１月 資本金150千円の井上金属工業株式会社に改組

1953年９月 資本金3,000千円に増資

1962年９月 資本金50,000千円に増資　東京営業所を開設

1963年10月 大阪府知事登録の機械器具設置工事業開始

1964年１月 大阪証券取引所の市場第２部に上場

1964年６月 滋賀工場を建設　第１期工事完成

1971年３月 資本金320,000千円に増資　滋賀工場第２期工事完成

1974年10月 建設大臣（国土交通大臣）登録　機械器具設置工事業開始　東京支店開設

1977年９月 資本金400,000千円に増資

1978年９月 本社を大阪市西区に移転

1980年１月 資本金437,500千円に増資

1980年３月 資本金503,125千円に増資

1991年11月 滋賀工場第３期工事完成

1999年４月 本社を大阪市中央区博労町に移転

2004年７月 本社を現在地、大阪市中央区久太郎町に移転

2006年７月 総額10億円の第１回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行

2006年12月 新株予約権の行使により資本金1,003,125千円に増資

2007年９月 滋賀工場内に第３組立工場を建設

2010年５月 ISO9001及び14001を認証取得

2012年６月 創業100周年を迎える

2012年10月 社名を株式会社テクノスマートに変更

2013年７月 東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所市場第二部に上場

2018年２月 潜在株式数1,800千株の第三者割当による行使価額修正条項付第１回新株予約権を発行

2018年５月 新株予約権の行使により資本金1,953,930千円に増資

2019年７月 滋賀工場内に本館を建設

2021年４月 滋賀工場を滋賀事業所に名称変更

2021年６月 滋賀事業所内に第５工場を建設

2022年４月
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第二部からスタンダード市

場に移行

2025年３月 滋賀事業所内に新実験棟を建設及び新実験機を稼働

２【沿革】

３【事業の内容】

　当社は、機械器具製造業の単一セグメントであり、フィルム、金属箔及び紙などの基材に各種の機能性を持たせる

ための塗工乾燥装置を主とした各種乾燥機、熱処理機、化工機、その他産業機械の設計、製作、据付販売を行ってい

ます。
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名称 住所
資本金

（千円）

主要な事業

の内容

議決権の被

所有割合（％）
関係内容

（その他の関係会社）

株式会社光通信

（注）２、３

東京都

豊島区
54,259,410

情報通信

サービス業

22.2

(22.2)
－

４【関係会社の状況】

　関係会社は次のとおりであります。

（注）１．議決権の被所有割合の（ ）内は、間接被所有割合で内数であります。

２．有価証券報告書を提出しております。

３．株式会社光通信は当社の議決権を直接所有しておりませんが、同社の子会社等（光通信株式会社、

光通信KK投資事業有限責任組合、UH Partners ２投資事業有限責任組合、UH Partners ３投資事業

有限責任組合及びエスアイエル投資事業有限責任組合）の親会社であることから、その他の関係会

社としております。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

　文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

（1）経営方針

　当社は、持続的な成長発展を図り、企業価値の最大化に努めることが、株主及び顧客のご期待に応えることと考

えております。そのためのスローガンとして常にお客様を第一としベストソリューションを提供し続けるコーティ

ング・乾燥技術のプロ集団を目指しています。

＜お客様との協働＞

　開発力・・・・・・・「こんな商品を！」の声に応える新商品開発サポート

　経験豊富な技術者・・豊富な経験と先端の知識を備えお客様のコミュニケーションを基点に動く技術者集団

　守秘義務の遵守・・・万全なお客様機密情報の保護

（2）経営戦略等

＜事業戦略＞

①業務の質の向上による顧客満足度の充実

②営業力の強化と新規顧客の開拓や各種ＰＲの推進

③独自の技術による新製品の開発と先端製品開発用テスト機の効率的な使用

④グローバル展開の推進

⑤シナジー効果と将来性のある企業のＭ＆Ａの推進

⑥工場再編完了による生産の効率化と生産能力のアップ

⑦加工機械の新規投資による付加価値の高い生産

⑧地域住民の皆さまとの活動を含む社会貢献への取組み

＜事業展開＞

　従来からの当社の重要な事業の柱の一つである、他社の追従を許さないスマートフォン、タブレットやテレビな

どの光学系ディスプレイ分野については、世界的に見ればこれからもまだ伸びる分野と考えており、今後も引き続

き力を入れて取組んでまいります。

　もう一つの事業の柱である、エネルギー関連分野の車載用リチウムイオン二次電池分野については、ＥＶ市場の

需要の鈍化を受けているものの、全固体電池など投資活動の動きも見られ、コスト競争が激しい中これまでに培っ

てきた技術や品質の優位性に加え、新しい観点からのコストダウンに取組むと共に、全社を挙げてのグローバル展

開を更に推し進め、業績の向上と持続的な成長と発展を図ります。

（3）経営環境

　ＥＶ市場の需要鈍化を背景に、当社の顧客においても設備投資の延期や計画の見直しが見られました。車載用リ

チウムイオン電池関連分野では、商談中の案件はいくつかあるものの、顧客の発注時期が不透明な状況が続いてお

り、短期的な回復基調には至っておりません。また、データセンター用など蓄電用途向けの引き合いも一部で見ら

れるものの、現時点では規模の大きな案件には至っていない状況です。

　一方、国内・海外におけるディスプレイ部品関連機器については、引き続き一定の需要が見込まれており、機能

性フィルム関連塗工機器につきましても、底堅く推移するものと考えております。今後につきましては、市場及び

顧客の動向を注視しつつ、新エネルギーとして期待される各種製品関連設備をはじめ、幅広い分野における塗工乾

燥装置の受注の積み上げに注力してまいります。

　案件によっては条件面が厳しくなるなど、価格競争の激しさが増しており、引き続き原価低減への取り組みが重

要となっております。また、顧客の希望納期への対応も求められますが、半導体供給問題に端を発した電装機器の

長納期化については概ね改善されたこともあり、納期検討においては顧客希望納期を十分に認識し、業務の効率化

と原価低減、生産量確保に努めてまいります。

　このような状況のもと、光学フィルムや機能性フィルム関連設備に加え、今後の成長が期待される半導体及び電

子部品関連分野に対する販売強化を進めるとともに、顧客と連携した製品開発への取り組みを通じて、新素材や新

技術に関する情報収集を行い、営業展開の幅を広げてまいります。
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（4）第４次中期経営計画（2026年度～2028年度）

　2026年５月に第４次中期経営計画（2026年度～2028年度）を発表いたしました。

　今後は、事業戦略としてディスプレイ関連及び機能性フィルム関連を中心に受注を獲得し、利益規模を維持しつ

つ将来の成長に向けた体制整備に取り組みたいと考えております。

　また株主資本コスト９～10％を下回る６～９％のＲＯＥとなることを想定しております。2030年３月期以降では

株主資本コストを超えるＲＯＥを達成すべく、バランスシート改革を含む資本効率の改善に取り組んでまいりま

す。ＤＯＥ（純資産配当率）については、株主還元の安定化及び拡大と資本効率の改善を目指していきたいと考え

ております。

　なお詳細につきましては下記ＵＲＬをご参照ください。

https://www.technosmart.co.jp/cat_ir/disclosure/

（5）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当社は、第４次中期経営計画に基づき、企業価値の向上、成長目標及び適切なキャピタルアロケーション（資本

の配分）を明確にし、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指してまいります。

　当社の関連する業界では、スマートフォン・タブレット端末、ノートパソコン及び液晶テレビ向けを中心に、デ

ィスプレイパネルに使用される各種光学系フィルム関連分野において、引き続き一定の需要が見込まれておりま

す。また、ＥＶ、ＨＥＶ、ＰＨＥＶ及びＦＣ車向けの二次電池を中心としたエネルギー関連分野については、市場

環境に変動が見られるものの中長期的には需要回復や投資再開の動向を見極める必要がある分野であると認識して

おり、次世代新型二次電池については、顧客との共同研究開発を通じて取り組みを進めてまいります。

　さらに、近年高まる装置の自動化・省力化ニーズや、生産性向上、品質安定化への要求に対応するため、当社で

はこれらに関連する技術開発及び提案力の強化を進めております。加えて、サステナビリティ、ＤＸ、設備の安

全・安心・安定化、省エネルギー化といった分野においても、事業環境の変化を捉えながら、新技術の開発及び導

入に積極的に取り組んでまいります。

（6）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

　当社の製品は、大半が先端産業向け機器で、そのすべてが特別仕様の受注型生産形態となっております。そのた

め機器の設計製作段階において開発投資的な費用が発生しても、個別の製品原価に含まれる仕組みとなっておりま

す。

　その結果、事業戦略を通じた業績の伸びに加え、資本コストを上回るＲＯＥの実現を目標として設定しておりま

す。

　株主還元の安定化と拡大及び資本効率の改善を目指し、ＤＯＥの目標水準を５％以上に設定しております。
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２【サステナビリティに関する考え方及び取組】

　当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

(1）ガバナンス

　当社は、「Changing Life with Coating Technology」をスローガンとして掲げております。

　環境問題については、重要な経営課題の一つとして位置づけ、環境推進室を設けています。水質汚濁の防止、廃

棄物の管理、エネルギー消費などのモニタリングを行い、必要に応じて地方自治体に報告を行っています。また

ISO委員会を設置し、当社の品質の向上と環境保全を目的としており、目標の設定、議題に対する検討、実施及び

確認、是正措置及び予防措置の報告を行っております。ISO委員会は、代表取締役社長を委員長とするCSR委員会に

３カ月に１回、進捗状況の報告を行っております。取締役会に直接報告する仕組みはありませんが、全ての取締役

が出席しており、ISO委員会からの報告に対して全社的な観点から検討を行っております。内容は、環境保護、顧

客保護、地域社会への支援、人権の尊重、労働環境の保全についての取組みを実施し、各主題に基づき大気・水

質・土壌など環境汚染の予防、太陽光など再生可能エネルギーの利用、顧客情報の保護、コミュニティへの参画、

差別やハラスメントの禁止、雇用の創出、多様な人材の確保・育成について検討し、各部門へ解決に向けた指示を

行っております。

　詳細は、当社のホームページURL「https://www.technosmart.co.jp/quality/」のISO認証を参照ください。

(2）戦略

①環境

　当社の企業理念に「地球環境の保全が将来にわたり重要な課題であることを認識し、企業活動のあらゆる側面に

おいて社員一人一人が、環境汚染の予防、環境保全に配慮しながら事業活動を推進する」とした環境理念を謳って

います。

　当社のお客様からもCO2削減を目指した動きが活発になっており、排出されるCO2削減を目指した製品の開発も今

後進めてまいります。さらにCO2削減に向けては、リチウムイオン二次電池市場が拡大していることから、当社も

リチウムイオン二次電池関連塗工機の受注活動を積極的に進めております。

　当社の販売するLiB・LiBs塗工機はCO2削減に向けて、地球規模で貢献するものと考えています。今後の研究開発

では、エネルギーの回収や無溶剤化など環境負荷の低い設備の開発に取り組んでいます。

　また滋賀事業所内では、各工場建物に太陽光パネルを設置し、空調設備稼働時に必要な電力の一部として使用す

ることでCO2を削減しています。

②社会

　社会貢献への取り組みは、インターンシップにより学生に学外実習の体験を通じ職業意識の向上や職業選択に役

立つ機会を得られるようにしております。また滋賀事業所において地元の自治会と、当社社員寮を災害時の一時避

難場所として使用する協定を締結しております。

③人材

　人的資本については、技術力、開発力、営業力および製造能力の一層の向上を目指して、新卒採用及び多様性の

ある中途採用の強化、研修・教育に積極的な投資を行っていく方針であります。

　技術部門では、設計技術者と研究開発技術者が協働してミーティングを定期的に実施しており、製造部門では、

定期的に生産工程の確認と見直しを行い、標準化可能な工程に対しては、自動化、半自動化を進めております。

　営業部門では、直接生産ライン部門の状況を踏まえて受注活動を展開できるよう、情報の連携を強化し、お客様

への提案に活かすよう取り組んでおります。

　人的資本の確保については、当社にとって有用な人材の獲得に向け、新卒採用・キャリア採用活動を展開してい

ますが、当社が定める教育方針のもと、本人の適性に応じて当社独自で設計、研究開発及び製造等の技術者の育成

に努めております。

　知的財産への投資については、新規に開発した装置やノウハウについて、有用なものは特許申請等を行うととも

に、開発した社員への表彰等を行い、モチベーションの維持、向上に取り組んでおります。

　中核人材の登用等における多様性の確保については、中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略の重要性を鑑

み、職能制度、コース制度及び各コース別の等級区分の組み合わせで職制区分を行っていることから、職制に分け

て経営幹部や中核人材育成のため、教育・研修計画を策定し定期的に実施しております。

　研修の実施にあたっては外部講習やOJTを組み合わせて実施することや、女性・外国人・中途採用者の管理職へ

の登用、中核人材の登用等、多様性の確保に向けた人材育成も実施しております。

　資格取得については、社員の自発的な職業能力の開発・向上を目的とした資格取得支援制度も設けております。
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　多様性の確保については、人材の多様化とそれら人材の育成が中長期的な企業価値向上に繋がるものと考え、女

性・外国人・中途採用者を積極的に採用しております。

　特に中途採用者についてはスキル・経験等を総合的に判断し、管理職への登用を行っている一方、女性・外国人

につきましては、管理職への登用数が現状十分ではないと認識しており、今後、当社の中核人材として、その比率

が高まるよう人材育成及び社内環境の整備に努めてまいります。

　働きやすい環境づくりのために、年次有給休暇や産休・育児休業の取得奨励などに取組み、職場環境の整備・改

善を図ることにより離職率の低下を目指しております。

　詳細は、当社のホームページURL「https://www.technosmart.co.jp/cat_ir/corporate-governance/」のコーポ

レート・ガバナンス報告書を参照ください。

(3）リスク管理

　リスク管理については、ISO委員会を設置することでサステナビリティ関連の機会・リスクを識別し、評価する

仕組みの整備及び管理を行っています。ISO委員会は、代表取締役社長を委員長とするCSR委員会に３カ月に１回、

進捗状況の報告を行っております。取締役会に直接報告する仕組みはありませんが、全ての取締役が出席してお

り、ISO委員会からの報告に対して全社的な観点から検討を行っております。

　機会・リスクの識別は、会議規定に定める審議等を基に事業計画に反映しております。

　評価する仕組みの整備は、各部門より策定された品質目的・目標一覧表を基に顧客満足及び事業計画達成に向け

た人材の育成及び環境現状調査表を基に著しい環境側面の確認、改善の有無を決定し、目標実施計画を策定してお

ります。

　管理は、危険物貯蔵取扱い、酸洗浄、廃棄物取扱い及び有機溶剤の取扱いなどがあり、研修、訓練を定期的に実

施しております。また地域環境へ配慮するため、定期的に地域交流会を実施しております。

　CSR委員会で審議された対策は、関連部門にフィードバックし、予防・再発防止対策の徹底を図っております。

不測の事態が発生した場合の体制と対応、そして再発防止策を明確にし、健全なる企業の存続に資することを目的

としています。詳細は、「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」に記載しております。

(4）指標及び目標

　環境については、当社の塗工乾燥装置を稼働させることにより、客先の製造ラインから高温熱が発生し、多くの

CO2が排出されます。これを解決するため削減に向けた塗工乾燥装置の開発も課題になっています。今後、当社は

塗工乾燥装置から排出されるCO2の削減に向け、取り組んでまいります。

　人的資本・多様性に関する取組みについては、次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づき、一般事

業主行動計画を策定しております。

　次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画は以下のとおりです。

目標１：従業員のワークライフバランス支援として、時間外労働の削減、有給休暇取得促進に努め、心身の健康を

保持する。

目標２：育児（介護）に関する諸制度の周知を行う。育児（介護）休業を取得した社員に対し、復職前後のサポー

トを行うことで不安解消やキャリア形成に繋げる。

計画期間：2024年４月１日～2027年３月31日までの３年間

　女性活躍推進法に基づく行動計画は以下のとおりです。

目標：総合職・専門職の女性の採用を増やす。

計画期間：2024年４月１日～2027年３月31日までの３年間

　多様性の確保に向けた社内環境整備方針については以下の通りです。

　女性・外国人・中途採用者の区別をすることなく、若手・中堅社員から業務改善提案や新規事業提案等に関する

募集を行い、若手・中堅社員の活躍の場の提供や、当該提案を経営施策検討素材として活用することで、若手・中

堅社員の活性化に取り組むこと、ハラスメントの防止等に関する取り組み、育児・介護などに関する正しい認識の

習得などを推進し、多様な人材が活躍できる職場環境の整備を進めてまいります。
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前事業年度実績 当事業年度実績

労働者に占める女性の割合 12.2％ 12.2％

役員に占める女性の割合 12.5％ 12.5％

管理職に占める女性の割合 0.0％ 0.0％

総合職に占める女性の割合 6.7％ 6.8％

技術部門における女性の割合 12.3％ 12.8％

平均勤続年数

全体：18.5年

男性：19.6年

女性：10.3年

全体：18.3年

男性：19.3年

女性：10.4年

労働者の一月当たりの平均残業時間

全体：18.5時間

男性：19.8時間

女性： 9.2時間

全体：18.3時間

男性：19.9時間

女性： 7.7時間

有給休暇取得率

全体：83.2％

男性：82.5％

女性：88.5％

全体：81.5％

男性：80.2％

女性：92.5％

女性の活躍に関する情報公開

　詳細は、当社のホームページURL「https://www.technosmart.co.jp/business_owner/」の一般事業主行動計画を

参照ください。

　女性管理職比率については、総合職に占める女性の割合と同水準を目標値とし、総合職・専門職の女性の採用を

増やし、キャリアを築ける仕組みを構築するように努めてまいります。
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３【事業等のリスク】

　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が財政状態、経営成績及びキ

ャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであり

ます。

　文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものです。

（1）事業環境と販売形態について

　当社は、100％受注生産により塗工乾燥設備を販売しており、各販売先の設備投資の動向に大きく影響を受ける

体質であります。よって、世界市場の景気の低迷、政治情勢、自然災害、テロ・戦争・感染症等により財政状態及

び経営成績に大きく影響を与える可能性があります。

（2）競合リスク及び価格の下落

　競合先には、複数の企業が存在します。製品の需要が拡大期に入ると価格よりも短納期を要求される傾向が強い

ですが、製品の需要が減少期に入ると、供給過剰な状態に入り、受注獲得のため厳しい価格競争に陥る可能性があ

ります。

（3）売上債権の回収リスク

　調査機関や業界からの情報収集に基づき取引先の与信管理を徹底し、債権保全に万全を期しておりますが、多額

の売上債権を有する顧客の財政状態が悪化し、貸し倒れが発生すると財政状態及び経営成績に大きく影響を与える

可能性があります。また、工事のトラブル発生や、技術的クレームにより、入金の遅延や、契約金額の減額のリス

クがあります。取引先の経営破綻のリスクに対応するため、同業他社からの情報収集の強化を図り、経営破綻の兆

候を発見するとともに、信用調査を定期的に実施し、支払条件の短縮の対策により、売掛債権の回収不能防止に取

り組んでおります。新規の取引の場合や与信状況に不安のある取引先には、代金の一部を前払いしてもらいリスク

ヘッジを図っております。

（4）外国通貨建取引

　海外取引は、為替相場の変動リスクを回避するために、円建て取引を基本に営業展開を行っております。購買も

円建て取引を基本に行っておりますが、一部の部材で海外より資材の調達や外注製作を外国通貨で取引を行ってお

ります。その際は、為替予約を採用していますが、急激な政治経済の動きで為替相場が大きく変動し、長期に渡っ

て不安定な状態が続けば財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

（5）投資有価証券の保有

　当社は、投資有価証券を取引関係維持等の理由により保有しております。適宜、保有の銘柄の選別を行っており

ますが、急激な経済の悪化や企業収益の減少、株価の低迷により評価減が発生し、財政状態及び経営成績に影響を

与える可能性があります。

（6）情報セキュリティ

　当社は、取引先情報、個人情報、インサイダー情報、社内資料など機密性の高い情報については、外部の脅威か

ら守るためセキュリティ対策に取組んでおり、担当部署、職務によるアクセス権限の設定、不正アクセスの監視な

どセキュリティ強化に努めております。しかし、想定しない不正アクセス等があった場合には、財政状態及び経営

成績に影響を与える可能性があります。

（7）大規模な地震の影響

　当社の生産拠点は、滋賀県野洲市にある滋賀事業所のみで、大規模な地震が発生すると甚大な被害を受ける可能

性があります。よって老朽化している生産設備の更新や耐震化を進め、安全性の確保や情報拠点の分散などバック

アップに努めております。

（8）ウイルス感染症について

　当社の従業員または取引先においてウイルス感染症の感染者が拡大した場合、当社の生産体制を一時的に縮小ま

たは停止するなど、財政状態及び経営成績に大きく影響を与える可能性があります。これらのリスクを回避するた

め、従業員、来場者及び取引先等に対する検温、手洗い、アルコール消毒、マスク着用、いわゆる３密の回避、不

要不急の会議や出張の自粛、時間差勤務及び在宅勤務などの業務体制の見直しを必要に応じて実施しております。
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（9）人材の確保・育成について

　当社は、今後の事業継続のために優秀な人材の確保及び育成が重要な課題であると認識しており、積極的に人材

を採用するとともに人材の育成に取り組んでいく方針であります。しかしながら、当社が求める人材を適切な時期

に確保、育成できなかった場合、また、社外への流出等何らかの理由により既存の人材が業務に従事出来なくなっ

た場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
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４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績等の状況の概要

　当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の

概要は次のとおりであります。

①経済情勢及び業界の概況

　当事業年度における経済環境は、海外ではロシアによるウクライナ侵攻の長期化や中東情勢の緊迫化といった地政

学リスクの高まりに加え、各国の通商政策の影響などにより、先行き不透明な状況が続きました。わが国経済におい

ては、為替変動等による不透明感は残るものの、景気は停滞局面を脱し、緩やかな持ち直しの動きが見られました。

　しかしながら、物価上昇の影響が継続する中、賃金は上昇傾向にあるものの、実質賃金はマイナスで推移してお

り、個人消費を取り巻く環境は依然として慎重な状況にあります。

　当社の販売先である電気自動車（ＥＶ）市場においては、需要拡大の鈍化が続いております。欧州における環境規

制の動向や、生産ラインの整備、工場の新設・拡張といった製造設備への投資は一部で見られるものの、市場全体の

本格的な回復にはなお時間を要するものと見込まれます。

　また、車載用全固体電池については、将来的な商業化が期待されているものの、ＥＶ市場の成長鈍化の影響を受

け、先行きは不透明な状況にあります。

　このような中、中東情勢の緊迫化を背景として、一部原材料について原材料メーカーからの値上げ要請や出荷調

整、受注停止といった動きが見られました。現時点では当社製品の納期に直接的な影響は生じていないものの、代替

品の調査や情報収集を行うなど、工程管理の安定維持に努めております。

　当社はこうした外部環境の変化を踏まえ、従来から強みとしてきたディスプレイ部品関連機器や機能性フィルム関

連塗工機器の受注拡大に取り組むとともに、将来の成長が見込まれる分野においても積極的な営業活動を展開し、安

定的な受注の確保に努めてまいります。

②売上及び損益の概況

　売上高は、20,737百万円(前期比3.9%減)となりました。主な最終製品別売上高は、ディスプレイ部品関連機器が

10,076百万円(前期比2.4%増)、機能性フィルム関連塗工機器が5,549百万円(前期比7.5%増)、電子部品関連塗工機器

が279百万円(前期比28.1%減)、エネルギー関連機器が3,957百万円(前期比23.8%減)となりました。売上高に占める輸

出の割合は、54.3%(前期は52.0%)となりました。売上総利益は、5,058百万円(前期比5.0%増)、売上総利益率は、

24.4%(前期は22.3%)となりました。販売費及び一般管理費は、2,087百万円(前期比60.1%増)となりました。営業利益

は、2,971百万円(前期比15.4%減)、経常利益は、2,968百万円(前期比16.5%減)、当期純利益は、1,791百万円(前期比

25.1%減)となりました。

③受注の概況

　受注高は、20,156百万円(前期比43.8%増)、その内輸出受注高は、11,371百万円(前期比56.5%増)となりました。受

注高に占める輸出の割合は、56.4%(前期は51.9%)となりました。受注残高は、23,703百万円(前期比2.4%減)、その内

輸出受注残高は、13,589百万円(前期比0.8%増)となりました。受注残高に占める輸出の割合は、57.3%(前期は55.5%)

となりました。

④財政状態の概況

　総資産は、30,507百万円(前期末比6.5%減)となりました。これは主に契約資産の減少によるものです。負債は、

9,737百万円（前期末比25.0%減）となりました。これは主に電子記録債務の減少によるものです。純資産は、20,770

百万円(前期末比5.8%増)となりました。自己資本比率は68.1%(前期末は60.2%)となりました。
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⑤キャッシュ・フローの概況

　当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ3,514百万円増加し、

10,410百万円（前期末は6,896百万円）となりました。

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

　営業活動の結果得られた資金は、5,074百万円（前期は使用した資金1,532百万円）となりました。これは主に税

引前当期純利益3,025百万円と売上債権及び契約資産並びに仕入債務の減少によるものです。

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞

　投資活動の結果使用した資金は、659百万円（前期は使用した資金815百万円）となりました。これは主に有形固

定資産の取得による支出によるものです。

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

　財務活動の結果使用した資金は、900百万円（前期は使用した資金366百万円）となりました。これは主に配当金

の支払いによるものです。
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品目別
当事業年度

（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

前年同期比（％）

ディスプレイ部品関連機器（千円） 10,096,709 4.3

機能性フィルム関連塗工機器（千円） 5,567,732 9.7

電子部品関連塗工機器（千円） 270,076 △29.3

エネルギー関連機器（千円） 3,968,048 △22.5

化工機器（千円） － △100.0

その他（千円） 872,555 △8.7

合計（千円） 20,775,122 △2.1

品目別

当事業年度
（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

ディスプレイ部品関連機器 7,097,839 7.6 9,115,656 △24.6

機能性フィルム関連塗工機器 10,250,319 206.1 9,979,143 89.1

電子部品関連塗工機器 745,153 362.0 1,296,596 56.0

エネルギー関連機器 1,153,894 △61.9 2,911,690 △49.1

化工機器 17,750 － 17,750 －

その他 891,906 0.9 382,799 4.9

合計 20,156,861 43.8 23,703,635 △2.4

品目別
当事業年度

（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

前年同期比（％）

ディスプレイ部品関連機器（千円） 10,076,243 2.4

機能性フィルム関連塗工機器（千円） 5,549,736 7.5

電子部品関連塗工機器（千円） 279,934 △28.1

エネルギー関連機器（千円） 3,957,191 △23.8

化工機器（千円） － △100.0

その他（千円） 874,185 △10.5

合計（千円） 20,737,290 △3.9

⑥生産、受注及び販売の実績

　当社は、全ての製品が一品一様の受注生産で事業部門別の組織とはならず、単一セグメントとなっています。よっ

て、セグメントごとの記載に代えて、品目別に記載しています。

a.生産実績

　（注）上記金額は販売価格によっています。

b.受注実績

　（注）上記金額は販売価格によっています。

c.販売実績
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相手先

前事業年度
（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当事業年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

椿本興業株式会社 9,874,789 45.8 7,656,439 36.9

（注）最近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合は次のとおりです。

（2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討事項

　経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。

①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

a.財政状態の分析

　当社は、受注から完成までの納期が長期間に及ぶため、契約時の前受金獲得、試運転時及び検収時に区分して効

率的な売掛金の回収を進めています。営業活動で生み出された資金により借入金を減少させ、健全な財務体質を目

標としております。

　なお、財政状態等の分析の具体的数値については、「第２　事業の状況　４経営者による財政状態、経営成績及

びキャッシュ・フローの状況の分析　(1)経営成績等の状況の概要　④財政状態の概況」に記載しております。

b.経営成績の分析

　車載用リチウムイオン二次電池向けの電極用やセパレータ用の受注についてはＥＶ市場減速の影響で従来の計画

より下振れたものの、液晶テレビやスマートフォン、タブレット端末用の光学フィルム、タッチパネル用塗工乾燥

装置及び電子部品関連塗工乾燥装置の受注については一定の受注量を安定的に獲得できております。その結果、売

上高については昨年と比較してやや減少するにとどまりました。

　売上総利益については、工程の効率化、外注管理及び仕様の標準化などの施策により、利益の確保に努めまし

た。

　販売費及び一般管理費については、主に貸倒引当金繰入額及びコミッションが増加いたしました。

　営業外損益及び特別損益については、受注先との契約条件に応じて、契約履行保証などを支払保証料として計上

しております。また、短期借入金及び長期借入金の借入を実施したことにより支払利息が増加いたしました。

　なお、経営成績等の分析の具体的数値については、「第２　事業の状況　４経営者による財政状態、経営成績及

びキャッシュ・フローの状況の分析　(1)経営成績等の状況の概要　②売上及び損益の概況」に記載しておりま

す。

c.経営成績に重要な影響を与える要因

　個別の受注金額は、中国市場や新興国を最終需要先とした国内企業向けをはじめ、中国や韓国企業向けでも、国

内外の設備メーカーとの価格競争は依然として大変厳しいものとなっております。

　今後も光学フィルム関連と合わせて、ペロブスカイト太陽電池及び全個体電池などの新エネルギー関連業界に対

し、受注に取り組みたいと考えております。

　また、当社の経営成績等に影響を及ぼすリスクにつきましては、「第２　事業の状況　３事業等のリスク」に記

載しております。
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2023年度

（計画）

2023年度

（実績）

2024年度

（計画）

2024年度

（実績）

2025年度

（計画）

2025年度

（実績）

売上高 20,000,000 19,242,406 21,000,000 21,578,662 22,000,000 20,737,290

営業利益 2,200,000 2,588,248 2,500,000 3,512,488 2,600,000 2,971,160

ＲＯＥ（自己資本利益率） 8％以上 9.4％ 8.5％以上 12.2％ 9％以上 8.9％

ＤＯＥ（純資産配当率） 5％以上 5.1％ 5％以上 5.2％ 5％以上
5.1％

（予定）

2026年度

（計画）

2027年度

（計画）

2028年度

（計画）

売上高 19,000,000 20,000,000 20,000,000

営業利益 2,000,000 2,200,000 2,400,000

ＲＯＥ（自己資本利益率） 6～9％ 6～9％ 6～9％

ＤＯＥ（純資産配当率） 5.0％以上 5.0％以上 5.0％以上

②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に関する情報

a.キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容

　当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ3,514百万円増加

し、10,410百万円（前期末は6,896百万円）となりました。

　なお、各キャッシュ・フローの状況と分析の具体的数値については、「第２　事業の状況　４経営者による財政

状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　(1)経営成績等の状況の概要　⑤キャッシュ・フローの概

況」に記載しております。

b.資本の財源及び資金の流動性に関する情報

　当社は、営業活動においてキャッシュ・フローを獲得し、中期的に安定して資金を獲得することが重要と考えて

おります。また、財務活動においても取引銀行と当座貸越契約の枠を十分に設定して不測の事態に備えておりま

す。

　また、2019年に新株予約権の発行及び行使による資金調達を行い、生産能力増強のため滋賀事業所の耐震工事及

び増築工事に取組んでまいりましたが、2021年６月末に完成いたしました。また新実験棟の工事も完了し、新実験

機が2025年３月に稼働を開始いたしました。顧客からの先端技術の実験要望に応え得る体制づくりと生産効率の向

上を図り、更なる受注及び販売の増加を目指してまいります。

③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。財

務諸表の作成において、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を用いておりますが、

これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。

　財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものについては、「第５　経理の状況　

１財務諸表等　(1)財務諸表　注記事項（重要な会計上の見積り）」に記載のとおりであります。

④経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的指標

　第３次中期経営計画（2023 年度～2025 年度）の各数値目標は、以下のとおりです。

（単位：千円）

　当事業年度におけるＲＯＥは8.9％（前期比3.3ポイント悪化）となり、ＤＯＥは5.1％（前期比0.1ポイント悪

化）となる予定です。引き続き当該指標の改善に努めていきたいと考えております。

　第４次中期経営計画（2026 年度～2028 年度）の各数値目標は、以下のとおりです。

（単位：千円）

５【重要な契約等】

　該当事項はありません。
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６【研究開発活動】

　2025年３月に新実験棟及び新実験機が完成し、稼働を開始しております。３台のテスト機を活用することで顧客テ

ストへの対応力が向上し、テスト日程の確保や顧客要望への迅速な対応が可能となりました。これらにより、新製品

及び新技術開発に向けた検証体制が強化され、研究開発活動の円滑な推進が可能となっております。

　当社では、ディスプレイ部品や機能性フィルム、電子部品用途に対応した各種塗工装置の開発に加え、生産効率向

上を目的とした高速塗工装置や自動制御技術の開発に取り組んでおります。これらの研究開発活動により得られた知

見は、顧客との共同検証や装置改良に活かされており、顧客ニーズへの対応力を高め、中長期的な受注機会の創出に

つなげてまいります。

　なお、当期の研究開発活動に要した費用は、総額150百万円となりました。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当事業年度における設備投資の総額は474百万円で、主に滋賀事業所の機械装置であります。

2026年３月31日現在

事業所名
（所在地）

設備の内容

帳簿価額
従業
員数
(人)

建物
(千円)

構築物
(千円)

機械及び
装置

(千円)

車両
運搬具
(千円)

土地
(千円)

(面積㎡)

工具、器具
及び備品
(千円)

合計
(千円)

本社

（大阪市中央区）
本社 11,100 － － 0

82,805

（982）
1,283 95,189 27(－)

東京支店

（東京都中央区）
販売設備 2,617 － － －

－

（196）
289 2,906 10(－)

滋賀事業所

（滋賀県野洲市）

設計設備及び

製造設備
2,329,326 166,927 617,605 23,873

1,808,986

(52,251)
41,595 4,988,315 218(－)

事業所名
（所在地）

設備の内容
従業員数
（人）

土地面積
(㎡）

年間賃借料
（千円）

長浜工場

（滋賀県長浜市）

貸工場

（組立工場兼

　保管用倉庫）

－

（－）
10,394 36,000

水口工場

（滋賀県甲賀市）

貸工場

（保管用倉庫）

－

（－）
1,570 16,669

中主倉庫

（滋賀県野洲市）

貸工場

（保管用倉庫）

－

（－）
1,093 3,600

２【主要な設備の状況】

　当社は、国内に本社以外に事業所１ヶ所及び営業所を１ヶ所保有し、その明細は下記のとおりです。

　（注）１．本社土地（面積㎡）には賃借中のもの649㎡が含まれています。

２．東京支店土地（面積㎡）には賃借中のもの196㎡が含まれています。

３．現在休止中の設備はありません。

４．従業員数の（　）は、臨時雇用者数ですが、重要性がないため、記載していません。

５．リース契約による主な賃借設備はありません。

６．上記内容に建設仮勘定は含まれていません。

７．上記の他、主要な賃借している設備として以下のものがあります。

2026年３月31日現在

３【設備の新設、除却等の計画】

　当社の設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。

なお、当事業年度末現在における重要な設備の新設、改修計画は次のとおりであります。

（1）重要な設備の新設

該当事項はありません。

（2）重要な改修

該当事項はありません。
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種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 25,000,000

計 25,000,000

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類
事業年度末現在発行数（株）

（2026年３月31日）
提出日現在発行数（株）

（2026年６月24日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 12,401,720 12,401,720
東京証券取引所

スタンダード市場

単元株式数

100株

計 12,401,720 12,401,720 － －

②【発行済株式】

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

②【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

年月日
発行済株式総
数増減数

（千株）

発行済株式総
数残高(千株)

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2018年４月１日～

2019年３月31日

（注）

930 12,401 541,915 1,953,930 541,915 1,466,663

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

　（注）新株予約権の行使による増加であります。
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2026年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 9 15 59 45 3 3,284 3,415 －

所有株式数

（単元）
－ 8,645 939 26,589 11,663 4 76,055 123,895 12,220

所有株式数の

割合（％）
－ 6.98 0.76 21.46 9.42 0.00 61.38 100.0 －

（５）【所有者別状況】

（注）１．自己株式936,665株は、「個人その他」に9,366単元及び「単元未満株式の状況」に65株を含めて記載していま

す。

２．「その他の法人」の中には株式会社証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれています。
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2026年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

テクノスマート取引先持株会 大阪市中央区久太郎町２丁目５番28号 1,644 14.34

エスアイエル投資事業有限責

任組合
東京都豊島区南池袋２丁目９－９ 1,082 9.44

光通信KK投資事業有限責任組

合
東京都豊島区西池袋１丁目４－10 804 7.01

ECM　MF

(常任代理人　立花証券株式会

社）

49 MARKET STREET，P.O.BOX 1586 CAMANA 

BAY，GRAND CAYMAN，KY1－1110

（東京都中央区日本橋茅場町１丁目１３－

１４）

533 4.65

椿本興業株式会社 大阪市北区梅田３丁目３番20号 448 3.91

UH　Partners　２投資事業有

限責任組合
東京都豊島区南池袋２丁目９－９ 411 3.59

株式会社滋賀銀行 滋賀県大津市浜町１番38号 321 2.81

テクノスマート従業員持株会 大阪市中央区久太郎町２丁目５番28号 311 2.72

GOLDMAN　SACHS　

INTERNATIONAL

(常任代理人　ゴールドマン・

サックス証券株式会社）

ＰＬＵＭＴＲＥＥ ＣＯＵＲＴ， ２５ Ｓ

ＨＯＥ ＬＡＮＥ， ＬＯＮＤＯＮ ＥＣ４

Ａ ４ＡＵ， Ｕ．Ｋ．

（東京都港区虎ノ門２丁目６番１号）

284 2.48

東京産業株式会社 東京都千代田区大手町２丁目２－１ 240 2.09

計 － 6,081 53.04

大量保有者 エフィッシモ　キャピタル　マネージメント　ピーティーイー　エルテ

ィーディー（Ｅｆｆｉｓｓｉｍｏ　Ｃａｐｉｔａｌ　Ｍａｎａｇｅｍｅ

ｎｔ　Ｐｔｅ　Ｌｔｄ）

住所又は本店所在地 ２６０　オーチャードロード　＃１２－０６　ザヒーレン　シンガポー

ル　２３８８５５（２６０　Ｏｒｃｈａｒｄ　Ｒｏａｄ　＃１２－０６　

Ｔｈｅ　Ｈｅｅｒｅｎ　Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ　２３８８５５）

保有株券等の数 株式　818,000株

株券等保有割合 6.60％

（６）【大株主の状況】

（注）1．当社は自己株式（936,665株）を保有しておりますが、上記の大株主の状況からは除いております。

　　　2．2024年11月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、エフィッシモ　キャ

ピタル　マネージメント　ピーティーイー　エルティーディー（Ｅｆｆｉｓｓｉｍｏ　Ｃａｐｉｔａｌ　Ｍａ

ｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｐｔｅ　Ｌｔｄ）が2024年10月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されている

ものの、当社として2026年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、株主名簿上の所有

株式を大株主の状況に記載しております。

なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりであります。
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氏名又は名称 住所又は本店所在地
保有株券等

の数（株）

株券等保有

割合（％）

光通信株式会社 東京都豊島区西池袋一丁目４番10号 928,000 7.48

株式会社ＵＨ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ　２ 東京都豊島区南池袋二丁目９番９号 411,800 3.32

株式会社ＵＨ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ　３ 東京都豊島区南池袋二丁目９番９号 117,400 0.95

株式会社エスアイエル 東京都豊島区南池袋二丁目９番９号 1,082,400 8.73

計 － 2,539,600 20.48

２．2025年９月29日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、光通信株式会社及び

その共同保有者３社が2025年９月19日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として

2026年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、株主名簿上の所有株式を大株主の状況に

記載しております。

なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。

（注）大量保有報告書が複数回提出されている場合は、最新の報告書の概要を記載しております。

2026年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 936,600 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 11,452,900 114,529 －

単元未満株式 普通株式 12,220 － －

発行済株式総数 12,401,720 － －

総株主の議決権 － 114,529 －

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権の数10個）含まれて

います。

2026年３月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社テクノス

マート

大阪市中央区久太

郎町二丁目５番28

号

936,600 － 936,600 7.55

計 － 936,600 － 936,600 7.55

②【自己株式等】
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第３号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（2025年９月18日）での決議状況
（取得期間2025年９月19日） 50,000 99,950,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 50,000 99,950,000

残存決議株式の総数及び価額の総額 － －

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) － －

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合(％) － －

（２）【取締役会決議による取得の状況】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 － －

当期間における取得自己株式 － －

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

（注）当期間における取得自己株式には、2026年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式は含まれておりません。

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 24,400 50,874,000 － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る

移転を行った取得自己株式
－ － － －

その他

(－)
－ － － －

保有自己株式数 936,665 － 936,665 －

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　（注）当事業年度の内訳は、従業員持株会に対する第三者割当であります。また当期間における保有自己株式数には、

2026年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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決議年月日
配当金の総

額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

2025年11月７日
503,388 44.00

取締役会決議

2026年６月25日
527,392 46.00

定時株主総会決議（予定）

３【配当政策】

　当社は、経営環境、業績、将来の展望を総合的に勘案し、利益配当と内部留保額を決定することが望ましいと考え

ており、利益配当については、株主還元の安定化及び拡大と資本効率の改善を目指し、ＤＯＥの目標水準を５％以上

にしております。内部留保資金については、今後高成長が見込める高付加価値製品の研究開発や既存事業の効率化等

に投資をしていく予定です。

　当期の配当につきましては、中間配当44円、期末配当46円（普通配当44円　特別配当2円）とし、合計で年間配当

金90円と予定しております。この結果、当期の配当性向は、57.6％となる予定であります。

　配当金につきましては、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針とし、これらの剰余金

の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会となっています。

　当社は、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定

めています。

　なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、上場企業としての社会的使命と責任を果たし、継続的な安定成長と発展による企業価値の向上を目指し

て利害関係人に貢献するための、コーポレート・ガバナンスの充実による公正で透明性の高い経営体質の継続が、

最重要課題と考えています。

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

イ．企業統治の体制の概要

　当社は、監査等委員会制度を採用し、取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、当社のコーポレート・

ガバナンスの更なる充実を図るものであります。

＜経営機構図の概要＞

（注）コーポレート・ガバナンスの状況は、有価証券報告書提出日時点でのものです。

ロ．当該体制を採用する理由

　取締役会は、任期１年の取締役５名及び任期２年の監査等委員である取締役３名で構成されています。法令で定

められた重要事項及び取締役会規則に定められた事項をはじめ、経営上の重要な案件について担当取締役より報告

を受け、審議を行っています。原則として毎月１回、本社において開催しており、各取締役に対し、十分な監督機

能を有していると考えています。また、独立社外取締役を委員の過半数とし、かつ独立社外取締役を委員長とする

任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名・報酬に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保して

います。

　監査等委員会は、社外取締役３名で構成されています。監査等委員である取締役は、監査等委員会で決定された

監査方針及び監査計画に基づき、監査室の内部統制システムを利用し、取締役会の職務執行監査を行っており、経

営に対する監査を果たしています。

　監査室は、内部統制システムを機能させるため、内部監査実施計画書を作成し、各部門に内部監査を実施してい

ます。

　経営会議は、取締役で構成され、執行役員もオブザーバーとして参加しております。また原則として監査等委員
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指名・報酬委員会 役職名 氏名 開催回数 出席回数

委員 代表取締役社長 飯田　陽弘 10 10

委員長 社外取締役（監査等委員） 青木　透 10 10

委員 社外取締役（監査等委員） 岡　健治 10 10

委員 社外取締役（監査等委員） 平松　亜矢子 10 10

である取締役も交代でオブザーバーとして参加しており、原則として月２回開催しています。受注動向、業務進捗

状況、組織人事をはじめ、経営全般にわたる諸問題に迅速に対処するための判断を行っています。

　執行役員は、業務執行権限の委譲を受け、取締役会が決議した会社の基本方針に従って、その監督の下に業務を

執行するものとします。

　指名・報酬委員会は、３ヵ月に１回程度の開催とすることを基本方針とし、取締役会の諮問に応じて、取締役の

選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項、代表取締役、役付取締役の選定・解職に関する事項、取締役（監

査等委員を除く）の報酬等に関する事項、後継者計画（育成を含む）に関する事項、その他経営上の重要事項で、

取締役会が必要と認めた事項で、取締役会が諮問する事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

なお、当事業年度の個々の委員の委員会への出席状況は次のとおりです。

③企業統治に関するその他の事項

イ．内部統制システムの整備の状況

　監査室は、内部監査実施計画書を作成し、各部門の業務から評価対象サンプルを抽出し、評価手続を実施し、評

価結果を代表取締役社長及び監査等委員会に報告しております。また代表取締役社長、取締役及び執行役員で構成

されるCSR委員会にも監査室より、内部監査結果等が報告されています。同内容が、CSR委員長（代表取締役社長）

より取締役会に報告されています。なお、監査結果について、取締役会に直接報告する仕組みはありませんが、全

ての取締役が出席しておりますCSR委員会に報告しており、代表取締役社長からも取締役会に報告していることか

ら、内部監査の実効性は確保できていると判断しております。

ロ．リスク管理体制の整備の状況

　経営に重大な影響を及ぼすリスク管理の実効性を確保するため、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会

を設置し、それら各委員会の職務権限と責任を明確にした体制を整備しています。また経営に重大な影響を及ぼす

不測の事態が発生又は発生する恐れが生じた場合の体制を整備し、リスク管理規程・コンプライアンス管理規程を

策定しています。

　コンプライアンスについて、業務全般における法律に関する諸々の問題につき、法律事務所と顧問契約を結び、

重要な社外文書及び社内文書に関し、リーガルチェックを受けています。

④取締役の定数

　当社の取締役（監査等委員である者を除く）は、11名以内、監査等委員である取締役は、４名以内とする旨を定

款に定めています。

⑤取締役の選任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使

することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び

その選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めています。

⑥自己株式の取得

　当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得する

ことができる旨を定款に定めています。これは、資本政策を機動的に遂行することを目的とするものです。

⑦中間配当

　当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当

をすることができる旨を定款に定めています。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするもので

す。
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⑧株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会におけ

る特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。

⑨責任限定契約の内容の概要

　当社と監査等委員である取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第425条第１項に定める最低責任

限度額まで責任を限定する契約を締結しております。

⑩役員等賠償責任保険契約の内容の概要

　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者で

ある取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこ

とまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契約により填補することとしてお

ります。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等、一定の免責事項があります。保険料

は、全額当社が負担しております。全ての取締役及び取締役（監査等委員）は、当該保険契約の被保険者でありま

す。
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区分 氏名 開催回数 出席回数

代表取締役社長 飯田　陽弘 13回 13回

常務取締役 西宮　良材 13回 13回

取締役 下村　壽一 13回 13回

取締役 髙橋　要 13回 13回

取締役 三沢　浩司 13回 13回

取締役

（監査等委員）
青木　透 13回 13回

取締役

（監査等委員）
岡　健治 13回 13回

取締役

（監査等委員）
平松　亜矢子 13回 13回

⑪取締役会の活動状況

　取締役会は当社規定の取締役会規程に従い、経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会に

関する事項の他、法令及び定款に定められた事項を決議し、また法令に定められた事項および重要な業務の執行状

況につき報告を受けます。

　当事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであり

ます。取締役会における具体的な検討内容としては、取締役会付議事項に該当する審議以外に、受注の状況、工程

の進捗など現状・課題について協議しております。またCSR委員会より報告されたサステナビリティの現状・課題

についても協議しております。

⑫株式会社の支配に関する基本方針について

イ．財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の

者による当社株式の大規模買付行為等であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資する

ものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるか

どうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えております。

　但し、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない

可能性があるなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社の価値を十分に反

映しているとはいえないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されな

いものもありえます。

　そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、法令等及び当社の定款

によって許容される限度において、場合により、企業価値向上及び株主共同の利益の最大化のために相当の措置を

講じる必要があると考えております。

ロ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定を支配されることを防止するための

取組み

　当社は東京証券取引所が規定するコーポレートガバナンス・コードを踏まえ、コーポレート・ガバナンスの充実

を図ることにより、経営の効率性・透明性の向上及び経営の健全性を確保するとともに、株主をはじめとする取引

先や地域社会等のステークホルダーとの友好な信頼関係の維持強化に努め、当社の持続的成長と中長期的な企業価

値の向上を実現します。
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　当社は、2022年５月26日開催の取締役会において、当社株式等の大規模買付行為等に関する対応策（以下、「当

初プラン」といいます。）を導入することに関して決議を行い、2022年6月24日の第88期定時株主総会で付議し、

ご承認をいただいております。

　当初プラン発効以降の法令改正、社会・経済情勢の変化、買収への対応方針に関する司法判断及び様々な議論の

進展、コーポレートガバナンス・コードの趣旨等を踏まえ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上

させるための取組みの一つとして、2025年５月23日開催の取締役会において、当初プランを一部変更した上で、継

続（以下、変更後のプランを「本プラン」といいます。）することを決議し、2025年６月25日の第91期定時株主総

会でご承認をいただいております。詳細につきましては、当社ウェブサイトをご参照ください。

（https://www.technosmart.co.jp/cat_ir/takeover-defense-measures/）

a.本プランの概要

　本プランは、当社株式等の大規模買付行為等を行おうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の

場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為等を行おうとする者に損害が発生する可能性があるこ

とを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株

式等の大規模買付行為等を行おうとする者に対して、警告を行うものです。

　本プランは当社が発行者である株式等について、大規模買付行為等がなされる場合を適用対象とします。大規模

買付行為等を行い、または行おうとする者（以下、「買付者等」といいます。）は、予め本プランに定められる手

続に従わなければならないものとし、(ⅰ)当該買付者等が当社取締役会に対して当該大規模買付行為等に関する必

要十分な情報を事前に提供し、(ⅱ)当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間

が経過し、(ⅲ)当社取締役会または株主総会において対抗措置の発動または不発動の決議がなされるまでは当該大

規模買付行為等を開始することはできないというものであります。

　なお、本プランにおいては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除し、取締役会の判

断及び対応の客観性、合理性を確保するため、当社社外取締役または社外の有識者（実績のある会社経営者、官庁

出身者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者またはこれらに準じる者）で、当社の業務執行を行う経営陣から

独立した者のみから構成される独立委員会（以下、「独立委員会」といいます。）を設置し、独立委員会の勧告を

最大限尊重するとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしております。

b.本プランにおける対抗措置の概要

　当社取締役会の決議に基づき発動する対抗措置は、新株予約権の無償割当てとします。

　但し、法令等及び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には当該そ

の他の対抗措置が用いられることもありうるものといたします。

　当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、対抗措置発動の停止を決定することが

あります。

ハ．上記取組みに対する取締役会の判断及びその理由

　本プランは、経済産業省及び法務省が2005年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上の

ための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株

主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を充足しております。

　また、本プランは、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化

を踏まえた買収防衛策の在り方」、経済産業省が2023年８月31日に発表した「企業買収における行動指針」の定め

る３つの原則（企業価値・株主共同の利益の原則、株主意思の原則、透明性の原則）及び株式会社東京証券取引所

が有価証券上場規程の改正により、2015年６月１日に導入し、2018年６月１日、2021年６月11日にそれぞれ改訂を

行った「コーポレートガバナンス・コード」の「原則１－５．いわゆる買収防衛策」その他の買収への対応方針に

関する実務・議論を踏まえた内容となっております。

a.企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則

　本プランは、当社株式等に対する大規模買付行為等がなされた際に、当該大規模買付行為等に応じるべきか否か

を株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が提示した代替案を株主の皆様に周知する機会を確保し、株主の

皆様のために買付者等と交渉を行うことなどを可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保

し、向上させるという目的をもって継続されるものであります。

b.事前開示・株主意思の原則

　当社は、取締役会において決議された本プランを、株主の皆様の予見可能性を高め、適正な選択の機会を確保す

るために、その目的、具体的な内容、効果などについて事前に開示させていただいており、また、本プランの導入
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を第91期定時株主総会でお諮りし、ご承認をいただいております。更にその後の当社株主総会において本プランの

変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更または廃止されることになります。

　加えて当社取締役会は、本プランに従った対抗措置の発動に関する決議に際して、独立委員会に対する諮問に加

え、株主の皆様の意思を直接確認することが実務上適切と判断するときは、株主総会を開催し、株主の皆様の意思

を確認することとしております。

　従いまして、本プランの導入及び廃止並びに対抗措置の発動には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組み

となっております。

c.必要性・相当性確保の原則

(ⅰ)独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示の徹底

　当社は、本プランに基づく大規模買付行為等への対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的判断を排し、取締

役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保することを目的として独立委員会を設置し、当社取締役会は、対抗

措置の発動または不発動の決議等に際して独立委員会の勧告を最大限尊重いたします。また、独立委員会の判断が

当社の企業価値ないし株主共同の利益の確保・向上に資するようになされることを確保するために、独立委員会

は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した外部専門家（投資銀行、証券会社、フィナンシャ

ル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタント、学識経験者その他の専門家を含みます。）の助言を得

ることができるものとしております。

　更に、当社は、独立委員会の判断の概要について、適時かつ適切に株主及び投資家の皆様に情報開示を行うこと

とし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しておりま

す。

(ⅱ)合理的な客観的発動要件の設定

　本プランは、予め定められた合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されてお

り、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。

(ⅲ)デッドハンド型もしくはスローハンド型の対応方針ではないこと

　本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができる

ものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型の対応方針（取締役会の構成員の過半数を交代させ

ても、なお発動を阻止できない対応方針）ではありません。

　また、当社は業務執行取締役の任期を１年としているため、本プランはスローハンド型の対応方針（取締役会の

構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する対応方針）でもありませ

ん。
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役社長

（代表取締役）
飯田　陽弘 1964年10月28日生

1988年４月 当社入社

2010年４月 技術本部企画設計部次長

2012年４月 技術本部企画設計部部長代理

2013年４月 技術部企画設計グループ部長

2015年４月 理事技術部企画設計グループ兼研

究開発グループ部長

2015年６月 取締役就任　技術部統括副部長兼

情報システム部部長

2016年６月 取締役　営業部統括部長兼東京支

店長兼技術部企画設計グループ長

2017年６月

2019年４月

2021年４月

2021年６月

2022年６月

2024年４月

取締役　営業部統括部長兼東京支

店長兼技術部企画設計グループ グ

ループ長

常務取締役就任　技術部統括兼資

材部統括兼製造部統括

常務取締役　技術・製造・資材統

括兼滋賀事業所長

常務取締役　技術・製造・資材管

理統括兼滋賀事業所長

常務取締役　滋賀事業所長兼資材

統括兼管理統括

代表取締役社長就任（現任）
　

(注)３ 9

常務取締役

滋賀事業所長兼

製造統括兼

資材統括

西宮　良材 1964年12月28日生

1988年４月 日立マクセル株式会社

（現 マクセル株式会社）入社

2006年５月 同社京都工場製造部主任技師

2017年11月 当社入社

2018年４月 製造部製造グループ グループ

マネージャー

2021年４月 理事製造統括部統括副部長

2022年６月

2024年４月

取締役就任　製造統括部長

常務取締役　滋賀事業所長兼

製造統括兼資材統括（現任）
　

(注)３ 3

取締役

技術統括部長
下村　壽一 1971年８月13日生

1994年４月 当社入社

2008年４月 機械技術部第一課課長

2011年４月 機械技術部第一課次長

2013年４月 技術部機械技術第一グループ部長

代理

2015年４月 技術部機械技術第一グループ部長

2015年10月 技術部機械技術第一グループ グル

ープマネージャー

2017年５月 理事技術部機械技術第一

グループ グループマネージャー

2017年６月

2021年４月

取締役就任　技術部統括部長兼情

報システム部部長

取締役　技術統括部長（現任）
　

(注)３ 4

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性1名　（役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役

管理統括部長
髙橋　要 1962年５月18日生

1985年４月 株式会社マネジメント・サービ

ス・センター入社

1992年５月 池上会計事務所入所

1997年５月 テクノブーケ株式会社

（現 トランス・コスモス株式会

社）入社

2001年５月 株式会社ナチュラム入社

2007年４月 同社取締役管理本部長兼経理・財

務部長

2013年４月 同社取締役退任

2014年２月 当社入社

2014年10月 管理部経理グループ次長

2018年４月 監査室室長

2021年４月 管理統括部統括副部長

2022年４月 理事管理統括部統括副部長

2024年４月 執行役員管理統括部統括部長

2024年６月 取締役就任　管理統括部長（現

任）
　

(注)３ 2

取締役

営業統括部長兼東京支店長
三沢　浩司 1972年10月23日生

1996年４月 当社入社

2015年４月 営業部本社営業グループ次長

2017年４月 営業部本社営業グループ

チーフグループマネージャー

2020年４月 営業部本社営業グループ グループ

マネージャー

2023年４月 理事営業統括部本社営業部部長

2024年４月 執行役員営業統括部統括副部長

2024年６月 取締役就任　営業統括部長兼東京

支店長（現任）

　

(注)３ 3

取締役

(監査等委員)
青木　透 1961年７月11日生

1984年４月 旭化成工業株式会社（現 旭化成株

式会社）入社

1990年３月 株式会社日本エル・シー・エー入社

1992年７月 株式会社三和総合研究所

（現 三菱UFJリサーチ＆コンサルテ

ィング株式会社）入社

2002年４月 株式会社UFJ総合研究所

経営戦略第１部長

2006年４月 三菱UFJリサーチ＆コンサルティン

グ株式会社経営戦略部長

2014年６月 同社執行役員コンサルティング・

国際事業本部大阪副本部長

兼組織人事戦略部長

2016年３月 同社退社

2016年４月 キャリバーマネジメントAOKI代表兼

株式会社Consulente HYAKUNEN 最高

顧問（現任）

2017年６月 取締役（監査等委員）就任（現任）

2025年９月 テスホールディングス株式会社 社

外取締役（監査等委員）就任(現任)
　

(注)４ －

取締役

(監査等委員)
岡　健治 1961年２月27日生

1983年４月 株式会社マネイジメント・システム

研究所入所

1990年２月 税理士登録（近畿税理士会）

1990年３月 岡会計事務所開設

2015年６月 三京化成株式会社 社外監査役

2019年６月 同社社外取締役（監査等委員）

2021年６月 取締役（監査等委員）就任（現任）
　

(注)４ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役

(監査等委員)
平松　亜矢子 1974年10月23日生

2002年10月 弁護士登録（大阪弁護士会）

共栄法律事務所入所

2014年７月 大阪国税不服審判所 国税審判官

2018年７月 弁護士再登録（大阪弁護士会）

2018年８月 税理士登録（近畿税理士会）

2020年４月 生駒市監査委員

2020年８月 共栄法律事務所パートナー

2020年５月 大阪市行政不服審査会委員

2020年12月 豊中市固定資産評価審査委員会委員

2021年６月

2022年12月

2023年６月

2024年４月

2025年６月

取締役（監査等委員）就任（現任）

守口市固定資産評価審査員会委員

株式会社ODKソリューションズ社外

取締役（監査等委員）就任(現任）

岸和田簡易裁判所民事調停委員（現

任）

神鋼鋼線工業株式会社 社外取締役

就任(現任)
　

(注)４ －

計 22

氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（千株）

仲下　正一 1968年５月９日生

1991年４月　株式会社三和銀行（現 株式会社三

菱UFJ銀行）入行

2005年９月　同行退行

2005年10月　AIGエジソン生命株式会社（現 ジブラ

ルタ生命保険株式会社）入社

2007年６月　株式会社ワントゥワンシナジー設立代

表取締役

2009年６月　株式会社神津製作所（現 TMT神津株

式会社）取締役

2015年４月　同社代表取締役

2015年５月　株式会社サンビジネスサポート

代表取締役

2020年４月　株式会社藤井精密回転機製作所　入社

2020年８月　同社代表取締役（現任）

2023年10月　コイケエンジニアリングアンドサービ

ス株式会社　代表取締役（現任）

－

　（注）１．青木　透、岡　健治及び平松　亜矢子は、社外取締役であります。

２．当社の監査等委員会については次のとおりです。

委員長　青木　透、委員　岡　健治　、委員　平松　亜矢子

　なお、青木　透、岡　健治、平松　亜矢子は、非常勤の監査等委員であります。

３．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項

に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しています。

補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
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②社外役員の状況

　当社の社外取締役（監査等委員）は３名となっています。

　監査等委員　青木　透は、キャリバーマネジメントAOKI代表 兼 株式会社Consulente HYAKUNEN 最高顧問です

が、当社とキャリバーマネジメントAOKI及び株式会社Consulente HYAKUNENとの間には特別な利害関係はありま

せん。

　監査等委員　岡　健治は、特別な利害関係はありません。

　監査等委員　平松　亜矢子は、2020年８月からパートナーに就任しております共栄法律事務所に、契約書の作

成、法律相談等の依頼を随時しておりますが、2017年10月以降の依頼はなく、それ以前の６年間においての依頼

は６件、支払報酬総額は3,750千円であり、特別な利害関係はありません。

　社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判

断基準を参考とし、当社は、社外取締役又はその候補者が、以下のいずれにも該当しないと判断する場合、独立

性を有している者と判断します。なお、青木　透、岡　健治、平松　亜矢子は、独立役員として東京証券取引所

に届出済みです。

　当社における社外取締役の独立性に関する判断基準は以下のとおりであります。

a. 当社関係者

　 当社の業務執行者

b. 取引先関係者

　イ 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

　（注）「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間売上高の２％又は１億円の

いずれか高い額以上の支払いを当社から受けた者をいう。

　ロ 当社の主要な取引先又はその業務執行者

　（注）「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において当社の年間売上高の２％以上の支払いを当社に行

った者をいう。

　ハ 当社の主要な借入先又はその業務執行者

　（注）「当社の主要な借入先」とは、直近事業年度末において当社の総資産の２％以上の額を当社に融資して

いた者をいう。

c. 寄付又は助成を行っている関係者

　当社が、年間5,000万円未満の寄付又は助成を行っている組織等の理事その他業務執行者

d. 専門的サービス提供者

　イ 弁護士、公認会計士、税理士、その他経営・財務・技術・マーケティング等に関するコンサルタントとし

て、当社から役員報酬以外に年間5,000万円未満の報酬を受領している者

　ロ 当社から多額の金銭その他の財産上の利益として年間5,000万円未満を受けている法律事務所、監査法人、

税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に属する者

　ハ 当社の会計監査人である監査法人の社員、パートナー又は従業員

e. 議決権保有関係者

　イ 当社の10％以上の議決権を保有する株主又はその業務執行者

　ロ 当社が10％以上の議決権を保有する会社の業務執行者

f. 過去に該当したことがある者

　イ 過去に一度でも上記a. に該当したことがある者

　ロ 過去３年間のいずれかにおいて上記b. からe. のいずれかに該当したことがある者

g. 近親者

　上記a. からf. に掲げる者（重要でない者は除く）の配偶者又は二親等内の親族

③社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内

部統制部門との関係

　社外取締役（監査等委員）による取締役会に対する意見等は、監査等委員会、監査室及び会計監査人に報告さ

れ、相互連携による監督機能の向上に取り組んでおります。また、監査等委員会及び監査室は、内部統制システ

ムを利用した組織的な監査及び担当取締役へヒアリングを実施し、適時に情報交換・意見交換を行っておりま

す。その結果を受け、内部統制評価の結果を取締役会において報告を行っております。
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氏名 開催回数 出席回数

青木　透 13回 13回

岡　健治 13回 13回

平松　亜矢子 13回 13回

（３）【監査の状況】

①監査等委員の監査の状況

　監査等委員　青木　透は、長年に亘る経営に関するコンサルタント業務の経験により、企業経営について豊富な

知識と見識を有しております。監査等委員　岡　健治は、社外役員となること以外の方法で直接企業の経営に関与

された経験はありませんが、長年に亘り税理士として業務を行い、高度な税務・会計の豊富な知識と見識を有して

おります。監査等委員　平松　亜矢子は、直接企業の経営に関与された経験はありませんが、長年に亘る弁護士及

び税理士としての豊富な知識と見識を有しております。

　各監査等委員は、取締役会及び監査等委員会に出席し、監査等委員の職務に関する事項につき、それぞれの立場

から適宜発言を行っています。

　当事業年度において当社は監査等委員会を合計13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の

とおりであります。

　監査等委員会における具体的な検討内容として、監査等委員会で定めた監査等委員会規程、監査等委員会監査等

基準及び内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準に基づき、監査の方針、監査計画の作成がありま

す。また、取締役及び監査室その他の従業員等の職務の執行状況及びサステナビリティの検討事項について、書類

の閲覧、実地調査、情報収集等を行い、監査室から定期的に報告を受けるとともに、会計監査人から四半期ごとに

監査結果の報告を受け意見交換等を行っております。具体的な議案は、内部監査年間計画日程及び取締役（監査等

委員である取締役を除く。）の選任議案に関する意見陳述等があります。

②内部監査の状況

　監査室は、４名で構成され、内部監査実施計画書を作成し、各部門の業務から評価対象サンプルを抽出し、評価

手続を実施し、評価結果を報告しております。監査等委員及び会計監査人と必要に応じて情報交換及び意見交換を

実施し、内部統制システムを利用した組織的な監査を行っています。

　監査結果の報告は、代表取締役社長に内部監査報告書を提出し、その写しを監査等委員会に提出しております。

なお、監査結果について、取締役会に直接報告する仕組みはありませんが、全ての取締役が出席しておりますCSR

委員会に報告しており、代表取締役社長からも取締役会に報告していることから、内部監査の実効性は確保できて

いると判断しております。
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③会計監査の状況

a.監査法人の名称

仰星監査法人

b.継続監査期間

９年間

c.業務を執行した公認会計士

俣野　朋子

廣田　拓爾

d.監査業務に係る補助者の構成

　当社における会計監査に係る補助者として公認会計士５名、会計士試験合格者３名及びその他２名により実施

されています。

e.監査法人の選定方針と理由

　会計監査人を選定した方針と理由は、会計監査人の規模、経験等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等

を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。

f.監査等委員会による会計監査人の評価

　監査等委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する

とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を受けています。

　その結果、会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると評価しています。

　また、当社は、会社法第340条に定める監査等委員会による会計監査人の解任のほか、監査等委員会は、会計

監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の

解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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前事業年度 当事業年度

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく報
酬（千円）

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく報
酬（千円）

19,800 － 20,610 －

④監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（a.を除く）

　該当事項はありません。

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

　該当事項はありません。

d.監査報酬の決定方針

　監査報酬の決定については、当社に対する監査内容を基に会計監査人が監査人員、日数等を算出した見積を作

成し、監査等委員会の了承後、取締役会で承認しています。

e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

　監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏ま

え、取締役、社内関係部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、前事業年度における

職務執行状況や報酬見積りの算定根拠、並びに当事業年度の会計監査人の監査計画の内容及び報酬額の見積りの

妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断し、会社法第399条第１項及び同条第３

項の同意を得ております。
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（４）【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

＜取締役（監査等委員である取締役を除く。）＞

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を2024年６月25日の取締

役会において決議いたしました。

　ア．基本方針

　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、この方針について同じ。）の報酬は、企業価値の持続

的な向上を図るインセンティブとして機能するよう企業業績と連動した報酬体系とする。個々の取締役の報酬の

決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、業務執行取締役の報酬は、月例報酬

（固定制）、利益連動報酬（業績連動制）及び業績連動型株式報酬により構成し、社外取締役については、監督

機能を担うという職務に鑑み、月例報酬のみとする。また、個人別の報酬等の額、支給時期及び内容の決定は、

取締役会から指名・報酬委員会に諮問し、当該諮問に対する答申を踏まえ、取締役会の決議をもって決定するも

のとする。

　イ．月例報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

　当社の取締役の月例報酬は金銭報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績及び担当部門の業績、

他社水準、従業員給与の水準、中長期的な業績見通しを考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

　ウ．利益連動報酬の内容及び額の決定に関する方針

　利益連動報酬は、適切なリスクテイクを促進するよう事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績

を反映した金銭報酬とし、各事業年度の経常利益を基に算出された額を賞与として毎年一定の時期に支給する。

但し、毎年その内容（個人別配分率、支払い上限額等）につき、監査等委員により適正である旨の確認を得るも

のとする。

また、取締役（監査等委員である取締役は除く）の報酬等に関する内規に定める一定の非違行為があった場合、

当該規程に基づき、報酬支給確定前においては支給の停止、報酬支給確定後においては金銭を全額返還するもの

とする。

　エ．業績連動型株式報酬の内容及び額の決定に関する方針

　当社の取締役の株式報酬は業績連動型株式報酬（パフォーマンス・シェア・ユニット）とする。本株式報酬は

原則として中期経営計画に定める業績目標の達成率を評価指標としてこれに連動して支給するものとする。株式

報酬として支給する個人別の株式の数は、あらかじめ定めた取締役ごとの基礎報酬額に評価対象期間（原則とし

て、中期経営計画期間と一致させるものとする）における業績目標の達成度合いに応じた支給率（０％～150％

の間で決定する。）を乗じた金額に基づき決定する。取締役への株式の交付は評価対象期間の最終年度の決算確

定に係る定時株主総会終了後から２か月以内に行う取締役会にて決議するものとし、応分の金銭報酬債権を付与

し、当社による発行または自己株式処分に際して当該金銭報酬債権を現物出資することにより、これを行うもの

とする。

　また、業績連動型株式報酬規程に定める一定の非違行為があった場合、当該規程に基づき、報酬支給確定前に

おいては支給の停止、報酬支給確定後においては金銭報酬債権額相当の金銭を返還するものとする。

　オ．月例報酬の額、利益連動報酬等の額及び業績連動型株式報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対す

る割合の決定に関する方針

　適切なリスクテイクを促進し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう、当社の業

績動向、他社水準等を鑑み、その割合が適正であるかどうかを判断するものとする。

　全役位ともに、目標を全て達成した場合は、総報酬額に占める変動報酬（利益連動報酬及び業績連動型株式報

酬）の割合が50％以上となることを基本とする。

　なお、利益連動報酬における当事業年度の当初の経常利益の目標は、3,000百万円（2025年３月期決算短信　

３．2026年３月期の業績予想　2025年５月14日開示）であり、実績は、2,968百万円であります。

　取締役（監査等委員である取締役は除く。）の報酬限度額は、2019年６月25日開催の第85期定時株主総会にお

いて年額280,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まない。定款で定める取締

役の員数は11名以内とする。）と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年

６月25日開催の第81期定時株主総会において年額40,000千円以内（定款で定める監査等委員である取締役の員数

は４名以内とする。）と決議されております。

＜監査等委員である取締役＞

　監査等委員である取締役の報酬は、月例報酬（月次・定額）のみとし、各報酬額は監査等委員の協議により決

定します。
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役員区分
報酬等の

総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数

（人）固定報酬 業績連動報酬
左記のうち、
非金銭報酬等

取締役（監査等委員及び社外

取締役を除く）
194,989 39,360 155,629 11,707 5

監査等委員

（社外取締役を除く）
－ － － － －

社外取締役 18,030 18,030 － － 3

計 213,019 57,390 155,629 11,707 8

②役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

（注）１.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まれておりません。

２.取締役の非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動報酬11,707千円であります。

③報酬等の総額が１億円以上である者の報酬等の総額等

　該当事項はありません。

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

　該当事項はありません。

⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容

　取締役の報酬等の額の決定過程においては、取締役が自身を含めた全取締役に対して業績確認を行ったうえ、

報酬総額の妥当性と併せて各業績を確認することで、客観性、公正性及び透明性を確保しています。
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銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（千円）

非上場株式 － －

非上場株式以外の株式 23 2,842,739

銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額（千円）

株式数の増加の理由

非上場株式 － － －

非上場株式以外の株式 1 345,454 取引関係維持強化目的

銘柄数

（銘柄）

株式数の減少に係る売却

価額の合計額（千円）

非上場株式 － －

非上場株式以外の株式 1 6,082

（５）【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

　当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、以下の

ように区分しております。

　当社は、投資株式について、株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株

式を純投資目的である株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である株式投資に区分しております。

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内

容

　当社は、持続的な成長と社会的、経済的価値を高めるため、技術提携、部品の安定調達及び良好な金融取引の維

持など経営戦略の一環として、また、取引先との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断す

る企業の株式を保有しています。なお、2026年３月31日での純資産に占める割合は13.7%です。

　当社は、保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関しては、毎年２回、取締役

会において経済状況、株式市況及び取引先との関係性を総合的に考慮して、検証しております。中長期的な企業価

値向上の視点で投資の経済合理性を検証し、その意義が乏しいと判断される株式は、市場の状態を考慮した上で売

却する方針です。保有先の意向により売買やその時期は制限されていませんが、保有先企業と対話を行い、理解を

得た上で、売却を進めます。

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）
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銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

株式会社立花エレテ

ック

131,160 131,160
電機・電子の技術商社で塗工乾燥装置の

部材及び設備関係の仕入取引として密接

な関係にあり、維持、強化及び当社の企

業価値の向上を図るため、株式を保有し

ております。

有

374,855 315,177

株式会社滋賀銀行

265,000 53,000

滋賀県の琵琶湖など環境問題の取り組み

に注力する金融機関で当社とも長年の取

引実績を有しています。良好な取引関係

の維持、強化のため、株式を保有してお

ります。株式数の増加の理由は、株式分

割によるものであります。

有

493,695 278,780

椿本興業株式会社

237,700 115,200

機械商社として長年の実績があり、塗工

乾燥装置の営業取引として密接な関係に

あり、取引関係の維持、強化及び当社の

企業価値の向上を図るため、株式を保有

しております。株式数の増加の理由は、

上記目的及び更なる販路拡大を目指し、

株式を取得したものであります。

有

643,453 238,694

株式会社りそなホー

ルディングス

127,400 127,400
フルラインの信託機能を備えた金融機関

であり、当社とも長年の取引実績を有し

ています。良好な取引関係の維持、強化

のため、株式を保有しております。

有

219,446 163,963

株式会社瑞光

138,400 138,400
衛生用品製造機の開発・設計・製造に特

色があり、当社の塗工乾燥装置を利用し

た製造の可能性を鑑み、株式を保有して

おります。

有

119,162 156,253

TONE株式会社

228,000 228,000
総合工具メーカーとしてブランド力を有

しており、当社の塗工乾燥装置で、特注

工具、機械設備更新及び工程上の製造工

数削減の可能性を模索し、株式を保有し

ております。

有

107,160 117,648

ダイトーケミックス

株式会社

540,000 180,000

電子材料、イメージング材料、医薬中間

体などに特色を持ったメーカーであり、

当社の塗工乾燥装置で電子材料の製造に

向けコミュニケーションを図っていま

す。良好な取引関係の維持、強化のた

め、株式を保有しております。株式数の

増加の理由は、株式分割によるものであ

ります。

有

194,400 110,880

因幡電機産業株式会

社

47,600 23,800

商社とメーカーの機能を持った技術商社

であり、塗工乾燥装置の部材及び設備関

係の仕入取引として密接な関係にあり、

維持、強化及び当社の企業価値の向上を

図るため、株式を保有しております。株

式数の増加の理由は、株式分割によるも

のであります。

有

123,760 90,440

c．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式
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銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

株式会社ニレコ

52,400 52,400

制御機器事業・フィルム・印刷・紙分野

で特色を持った企業であり、当社の塗工

乾燥装置に組み付ける構成機器の取引実

績を有しています。良好な取引関係の維

持、強化のため、株式を保有しておりま

す。

有

103,647 89,499

株式会社紀陽銀行

25,200 25,200
中小企業取引において強みを持つ地方銀

行であり、当社とも長年の取引実績を有

しています。良好な取引関係の維持、強

化のため、株式を保有しております。

有

96,390 58,010

トルク株式会社

180,000 180,000
機械工具の専門商社であり、特注工具、

機械設備更新及び工程上の製造工数削減

の可能性を模索し、株式を保有しており

ます。

有

38,340 44,460

兵機海運株式会社

14,000 14,000
物流サービスを全方位からカバーした会

社であり、当社の塗工乾燥装置の運送実

績を有しています。リスクヘッジと原価

低減観点から株式を保有しております。

有

45,780 43,050

株式会社池田泉州ホ

ールディングス

91,600 91,600
ソリューションビジネスに強みを持つ地

方銀行であり、当社とも長年の取引実績

を有しています。良好な取引関係の維

持、強化のため、株式を保有しておりま

す。

有

78,684 39,846

株式会社日阪製作所

40,000 40,000
プレート式熱交換器に強みを持った会社

であり、省エネに向け、当社の塗工乾燥

装置に有効活用できないか可能性を踏ま

え株式を保有しております。

有

61,280 39,600

東京産業株式会社

57,000 57,000
環境エネルギーに強い機械総合商社であ

り、主力製品である塗工乾燥装置の営業

取引として密接な関係にあり、取引関係

の維持、強化及び当社の企業価値の向上

を図るため、株式を保有しております。

有

50,274 39,444

リンテック株式会社

7,800 7,800
高付加価値なディスプレイ材料に強みを

持った会社であり、塗工乾燥装置の取引

として密接な関係にあり、取引関係の維

持、強化及び当社の企業価値の向上を図

るため、株式を保有しております。

無

34,944 21,496

日本ゼオン株式会社

8,500 8,500
高機能材料に強みを持った会社であり、

塗工乾燥装置の取引として密接な関係に

あり、取引関係の維持、強化及び当社の

企業価値の向上を図るため、株式を保有

しております。

無

14,943 12,707

株式会社南都銀行

12,500 2,500
コンサルティング営業に強みを持つ地方

銀行であり、当社とも長年の取引実績を

有しています。良好な取引関係の維持、

強化のため、株式を保有しております。

株式数の増加の理由は、株式分割による

ものであります。

有

17,612 9,875
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銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

NISSHA株式会社

6,900 6,900

産業資材、デバイス、メディカルテクノ

ロジーに強みを持った会社であり、塗工

乾燥装置の取引として密接な関係にあ

り、取引関係の維持、強化及び当社の企

業価値の向上を図るため、株式を保有し

ております。

無

8,273 9,418

株式会社三菱UFJフ

ィナンシャル・グル

ープ

4,000 4,000

国内外の銀行業界において最大級の規模

を誇り、海外ネットワークに強みを持っ

た金融機関であり、当社とも長年の取引

実績を有しています。良好な取引関係の

維持、強化のため、株式を保有しており

ます。

有

10,400 8,044

久光製薬株式会社

－ 1,000
付剤の創薬・育薬と製剤技術に強みを持

った会社であり、取引関係の維持、強化

及び当社の企業価値の向上を図るため、

株式を保有しておりましたが、ＭＢＯに

伴い売却いたしました。

無

－ 4,047

株式会社みずほフィ

ナンシャルグループ

544 544
銀行・信託・証券一体戦略のグループ連

携に強みを持った金融機関であり、当社

とも長年の取引実績を有しています。良

好な取引関係の維持、強化のため、株式

を保有しております。

無

3,311 2,203

日本製鉄株式会社

2,500 500

世界でもトップクラスの鉄鋼メーカーで

あり、当社とも長年の取引実績を有して

います。良好な取引関係の維持、強化の

ため、株式を保有しております。株式数

の増加の理由は、株式分割によるもので

あります。

無

1,439 1,597

パナソニックホール

ディングス株式会社

575 575
世界中で取引を行う総合電機メーカーで

事業体系に強みを持った会社であり、取

引関係の維持、強化及び当社の企業価値

の向上を図るため、株式を保有しており

ます。

無

1,486 1,018

（注）特定株式における定量的な保有効果につきましては、記載が困難であるため記載しておりません。保有の合理性

については、取締役会において経済状況、株式市況及び取引先との関係性を総合的に考慮して、定期的に検証し

ております。検証した結果、当事業年度末において保有している銘柄は、取引関係を維持強化することを目的と

しています。

みなし保有株式

　該当事項はありません。
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区分

当事業年度 前事業年度

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（千円）

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（千円）

非上場株式 1 300 1 300

非上場株式以外の株式 － － 2 11,614

区分

当事業年度

受取配当金の
合計額（千円）

売却損益の
合計額（千円）

評価損益の
合計額（千円）

非上場株式 12 － （注）１

非上場株式以外の株式 253 6,472 －(－)

③保有目的が純投資目的である投資株式

　（注）１．非上場株式については、市場価格がないことから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。

２．「評価損益の合計額」の（）は外書きで、当事業年度の減損処理額であります。

④当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

　該当事項はありません。
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銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（千円）
変更した事業年度

変更の理由及び変更
後の保有又は売却に

関する方針

株式会社瑞光 138,400 119,162 2024年３月期

売却を妨げる事情が

存在しないこと、純

投資としての保有目

的に合致していると

して純投資目的へ変

更いたしましたが、

前事業年度に当社の

塗工乾燥装置を利用

した衛生用品製造機

の可能性を鑑み、再

度特定投資株式にい

たしました。

TONE株式会社 228,000 107,160 2024年３月期

売却を妨げる事情が

存在しないこと、純

投資としての保有目

的に合致していると

して純投資目的へ変

更いたしましたが、

前事業年度に当社の

塗工乾燥装置で、特

注工具、機械設備更

新及び工程上の製造

工数削減の可能性を

模索し、再度特定投

資株式にいたしまし

た。

ダイトーケミックス株式会社 540,000 194,400 2024年３月期

売却を妨げる事情が

存在しないこと、純

投資としての保有目

的に合致していると

して純投資目的へ変

更いたしましたが、

前事業年度に当社の

塗工乾燥装置を利用

した電子材料の製造

の可能性を鑑み、再

度特定投資株式にい

たしました。

新日本理化株式会社 － － 2024年３月期

株主総利回り(配当

込)が当社の定める

基準を下回っている

ため純投資にしてお

りましたが、当事業

年度において売却い

たしました。

⑤当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更

したもの
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５【従業員の状況等】

（１）【人材戦略に関する基本方針等】

①事業戦略と連動した人材戦略

　当社は、中期経営計画として「新領域探索」「営業力強化」「成長投資」「超小型テスト機開発」「M&A」

を主要施策と掲げています。この経営戦略を実現するためには、豊富な経験と先端の知識を備えたコーティン

グ・乾燥技術のプロ集団の育成が最重要課題です。

　人口が減少していく社会構造へ転換し、人材の確保は年々厳しさを増しています。人材の確保が進まず、ま

た人材を定着させられない場合は、長年培ってきた技能やノウハウを継承しづらくなるリスクがあります。人

材の確保、教育研修、部門間の連携を通じて人材の育成に努めてまいります。

　詳細については、「第２ 事業の状況　２ サステナビリティに関する考え方及び取組 （２）戦略 ③人材」

に記載しております。

②従業員給与・報酬の額や内容の決定に関する方針

　当社の報酬体系は、年齢給、職能給、役職に応じた職制手当その他各種手当ならびに賞与により構成されて

おります。給与・報酬については、従業員の職務内容、能力、成果、責任の程度、会社業績等を総合的に勘案

し、社内規程に基づき決定しております。

　また、従業員の長年の勤務に対する功労に報いるとともに、退職後の生活の安定を支援することを目的とし

て退職金制度を設けております。さらに、従業員の安定的な資産形成を支援するとともに、当社の中長期的な

企業価値向上に対する意識の醸成を図るため、従業員持株会制度を導入しております。

　評価制度については、評価期間における従業員の職務の遂行度、努力度および能力保有度を公正かつ多面的

に把握し、能力の発揮と開発の促進を図ることを目的としております。評価結果は、職能資格制度において求

められる能力要件や職務遂行状況、成果等を総合的に勘案のうえ、昇格、昇給および賞与等の処遇に反映して

おります。

　臨時従業員については、担当業務の内容、職責、スキル、勤務条件等を踏まえ、正社員との均衡にも配慮し

ながら、適切な処遇を決定しております。また、人材の確保および育成の観点から、本人の能力や適性、会社

の人員計画等を総合的に勘案し、必要に応じて臨時従業員や派遣社員を対象とした正社員登用を実施しており

ます。
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2026年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与（円）
平均年間給与の

対前事業年度増減率
（％）

255 （－） 42才6ヶ月 18年3ヶ月 8,162,275 △7.3

2026年３月31日現在

部門別 従業員数（人）

技術統括部 86 （－）

製造統括部 113 （－）

資材統括部 19 （－）

営業統括部 20 （－）

管理統括部 17 （－）

合計 255 （－）

当事業年度

補足説明

管理的地位に
ある労働者に
占める女性労
働者の割合
（％）
 （注）１

男性労働者の
育児休業取得

率（％）
 （注）２

労働者の男女の賃金の額の差異（％）
（注）３

全労働者
正規雇用
労働者

パート・有期
労働者

0.0 100.0 － － － －

（２）【従業員の状況】

①提出会社の状況

　当社は、全ての製品が一品一様の受注生産で事業部門別の組織とはならず、単一セグメントとなっています。よ

って、セグメントごとの記載に代えて、部門別の従業員数を記載しています。

（注）１．従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数（人材会社からの派遣社員）については、年間の平均人員を

（　）外数で記載していますが、従業員数の100分の10未満のため、記載を省略しています。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおり、期間中の休業取得者、中途退職者、中途入社者及び

確定拠出年金を除いています。

②労働組合の状況

　当社の労働組合は、テクノスマート労働組合と称し、滋賀事業所に同組合本部が、また本社に支部が置かれ、

2026年３月31日現在における組合員数は199人で、他の上部団体には加盟していません。

　なお、労使関係は安定しています。

③管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の

差異

（注）１．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したも

のであります。

２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の

規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」

（平成３年労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出したものでありま

す。

３．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定による公表義務の対

象ではないため、記載を省略しております。
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第５【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について
　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づい

て作成しています。

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（2025年４月１日から2026年３月31日ま

で）の財務諸表について、仰星監査法人により監査を受けています。

３．連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成していません。

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
　当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っています。具体的な内容として、会計基準等の内

容を適切に把握し、または会計基準等の変更について的確に対応することができる体制を整備するために、公益財団

法人財務会計基準機構へ加入し、適時開催されるセミナー等に参加しています。
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(単位：千円)

前事業年度
(2025年３月31日)

当事業年度
(2026年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,896,070 10,410,971

受取手形 3,080 －

売掛金 1,062,458 2,253,012

電子記録債権 2,964,185 390,949

契約資産 13,491,486 9,655,309

仕掛品 281,522 307,855

原材料及び貯蔵品 237,231 186,919

前渡金 509,219 88,400

前払費用 10,954 31,478

その他 10,826 14,210

貸倒引当金 △249,709 △1,026,000

流動資産合計 25,217,324 22,313,107

固定資産

有形固定資産

建物 4,180,106 4,190,177

減価償却累計額 △1,720,980 △1,847,133

建物（純額） 2,459,126 2,343,043

構築物 351,796 358,150

減価償却累計額 △181,349 △191,223

構築物（純額） 170,447 166,927

機械及び装置 1,621,732 1,873,133

減価償却累計額 △1,137,452 △1,255,527

機械及び装置（純額） 484,280 617,605

車両運搬具 85,520 92,123

減価償却累計額 △68,235 △68,250

車両運搬具（純額） 17,285 23,873

工具、器具及び備品 182,018 195,460

減価償却累計額 △148,234 △152,291

工具、器具及び備品（純額） 33,784 43,168

土地 ※１ 2,001,209 ※１ 1,891,792

建設仮勘定 15,353 89,508

有形固定資産合計 5,181,486 5,175,919

無形固定資産

ソフトウエア 28,026 19,161

その他 1,677 1,677

無形固定資産合計 29,704 20,839

投資その他の資産

投資有価証券 1,908,069 2,843,039

出資金 9,800 9,800

長期前払費用 677 588

繰延税金資産 139,099 －

その他 132,784 144,341

投資その他の資産合計 2,190,430 2,997,768

固定資産合計 7,401,621 8,194,527

資産合計 32,618,946 30,507,635

１【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】
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(単位：千円)

前事業年度
(2025年３月31日)

当事業年度
(2026年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,362,799 1,284,931

電子記録債務 3,717,149 840,116

１年内返済予定の長期借入金 666,666 999,998

未払金 78,021 61,913

未払費用 159,692 164,505

未払法人税等 747,867 717,551

前受金 1,507,987 2,312,202

賞与引当金 229,450 184,552

役員賞与引当金 182,343 143,922

未払消費税等 222,359 4,468

その他 221,828 168,172

流動負債合計 10,096,165 6,882,335

固定負債

長期借入金 1,333,334 1,166,670

繰延税金負債 － 36,494

再評価に係る繰延税金負債 ※１ 497,349 ※１ 497,349

退職給付引当金 1,023,719 1,108,381

資産除去債務 6,412 3,856

株式報酬引当金 30,375 42,277

固定負債合計 2,891,189 2,855,028

負債合計 12,987,354 9,737,363

純資産の部

株主資本

資本金 1,953,930 1,953,930

資本剰余金

資本準備金 1,466,663 1,466,663

その他資本剰余金 230,531 240,535

資本剰余金合計 1,697,194 1,707,198

利益剰余金

利益準備金 109,922 109,922

その他利益剰余金

別途積立金 6,500,000 6,500,000

繰越利益剰余金 8,916,634 9,687,858

利益剰余金合計 15,526,556 16,297,781

自己株式 △1,509,558 △1,568,638

株主資本合計 17,668,123 18,390,271

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 883,538 1,293,573

繰延ヘッジ損益 △3,111 3,384

土地再評価差額金 ※１ 1,083,042 ※１ 1,083,042

評価・換算差額等合計 1,963,468 2,379,999

純資産合計 19,631,592 20,770,271

負債純資産合計 32,618,946 30,507,635
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(単位：千円)

前事業年度
(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

売上高 ※１ 21,578,662 ※１ 20,737,290

売上原価

当期製品製造原価 ※３ 16,762,407 ※３ 15,678,599

売上総利益 4,816,255 5,058,691

販売費及び一般管理費 ※２ 1,303,766 ※２ 2,087,530

営業利益 3,512,488 2,971,160

営業外収益

受取利息 79 8

受取配当金 52,526 61,741

受取賃貸料 3,951 3,432

その他 8,943 4,568

営業外収益合計 65,500 69,750

営業外費用

支払利息 3,029 69,004

支払保証料 16,365 2,735

その他 2,971 696

営業外費用合計 22,366 72,436

経常利益 3,555,622 2,968,475

特別利益

固定資産売却益 ※４ 257 ※４ 49,718

投資有価証券売却益 49 8,096

特別利益合計 307 57,815

特別損失

固定資産除却損 ※５ 431 ※５ 704

固定資産売却損 ※６ 8 －

特別損失合計 440 704

税引前当期純利益 3,555,489 3,025,586

法人税、住民税及び事業税 1,146,557 1,252,253

法人税等調整額 18,044 △18,359

法人税等合計 1,164,601 1,233,893

当期純利益 2,390,888 1,791,692

②【損益計算書】
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前事業年度
（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当事業年度
（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費 7,010,595 42.5 5,704,529 36.3

Ⅱ　労務費 2,142,854 13.0 2,093,633 13.3

Ⅲ　経費 ※１ 7,343,472 44.5 7,907,829 50.4

当期総製造費用 16,496,923 100.0 15,705,992 100.0

期首仕掛品棚卸高 607,959 281,522

合計 17,104,883 15,987,514

期末仕掛品棚卸高 281,522 307,855

他勘定振替高 ※２ 60,953 1,059

当期製品製造原価 16,762,407 15,678,599

項目
前事業年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当事業年度
（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

外注加工費（千円） 6,296,361 6,809,886

運賃（千円） 242,920 265,824

減価償却費（千円） 250,667 319,461

項目
前事業年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当事業年度
（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

機械装置（千円） 1,156 1,042

建設仮勘定（千円） 59,797 17

その他（千円） － －

合計（千円） 60,953 1,059

【製造原価明細書】

（原価計算の方法）

　当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算です。

（注）※１　主な内訳は次のとおりです。

※２　他勘定振替高の内訳は次のとおりです。
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(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他
利益剰余金

利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益
剰余金

当期首残高 1,953,930 1,466,663 227,167 1,693,830 109,922 6,500,000 7,500,927 14,110,850

当期変動額

剰余金の配当 △975,181 △975,181

当期純利益 2,390,888 2,390,888

自己株式の取得

自己株式の処分 3,364 3,364

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

当期変動額合計 - - 3,364 3,364 - - 1,415,706 1,415,706

当期末残高 1,953,930 1,466,663 230,531 1,697,194 109,922 6,500,000 8,916,634 15,526,556

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本
合計

その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ損
益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △111,500 17,647,110 959,015 4,661 1,097,107 2,060,784 19,707,895

当期変動額

剰余金の配当 △975,181 △975,181

当期純利益 2,390,888 2,390,888

自己株式の取得 △1,436,500 △1,436,500 △1,436,500

自己株式の処分 38,442 41,806 41,806

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

△75,476 △7,773 △14,065 △97,316 △97,316

当期変動額合計 △1,398,057 21,013 △75,476 △7,773 △14,065 △97,316 △76,302

当期末残高 △1,509,558 17,668,123 883,538 △3,111 1,083,042 1,963,468 19,631,592

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）
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(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他
利益剰余金

利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益
剰余金

当期首残高 1,953,930 1,466,663 230,531 1,697,194 109,922 6,500,000 8,916,634 15,526,556

当期変動額

剰余金の配当 △1,020,468 △1,020,468

当期純利益 1,791,692 1,791,692

自己株式の取得

自己株式の処分 10,004 10,004

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

当期変動額合計 - - 10,004 10,004 - - 771,224 771,224

当期末残高 1,953,930 1,466,663 240,535 1,707,198 109,922 6,500,000 9,687,858 16,297,781

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本
合計

その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ損
益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △1,509,558 17,668,123 883,538 △3,111 1,083,042 1,963,468 19,631,592

当期変動額

剰余金の配当 △1,020,468 △1,020,468

当期純利益 1,791,692 1,791,692

自己株式の取得 △99,950 △99,950 △99,950

自己株式の処分 40,870 50,874 50,874

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

410,034 6,496 - 416,531 416,531

当期変動額合計 △59,080 722,148 410,034 6,496 - 416,531 1,138,679

当期末残高 △1,568,638 18,390,271 1,293,573 3,384 1,083,042 2,379,999 20,770,271

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）
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(単位：千円)

前事業年度
(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 3,555,489 3,025,586

減価償却費 265,368 333,433

受取利息及び受取配当金 △52,605 △61,749

支払利息 3,029 69,004

投資有価証券売却損益（△は益） △49 △8,096

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） △5,264,579 5,221,939

棚卸資産の増減額（△は増加） 323,682 23,977

前渡金の増減額（△は増加） △509,219 420,819

未収消費税等の増減額（△は増加） 300,926 －

その他の資産の増減額（△は増加） 11,561 △21,347

仕入債務の増減額（△は減少） 1,721,985 △3,954,901

未払金の増減額（△は減少） △20,657 1,499

未払費用の増減額（△は減少） 7,017 4,813

未払消費税等の増減額（△は減少） 222,359 △217,890

前受金の増減額（△は減少） △1,497,586 804,214

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,043 △44,897

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 54,674 △38,420

株式報酬引当金の増減額（△は減少） 17,250 11,902

退職給付引当金の増減額（△は減少） 48,583 84,662

貸倒引当金の増減額（△は減少） 149,701 776,290

その他の負債の増減額（△は減少） 31,583 △20,753

その他 11,666 △51,101

小計 △611,772 6,358,985

利息及び配当金の受取額 52,605 61,749

利息の支払額 △13,983 △66,028

法人税等の支払額 △959,509 △1,280,239

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,532,659 5,074,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 100,000 －

有形固定資産の取得による支出 △906,334 △474,531

有形固定資産の売却による収入 288 158,947

投資有価証券の取得による支出 △50 △345,454

投資有価証券の売却による収入 185 19,644

無形固定資産の取得による支出 △3,684 △3,260

その他 △6,268 △15,038

投資活動によるキャッシュ・フロー △815,864 △659,692

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △972,155 △1,017,639

長期借入金の返済による支出 － △833,332

長期借入れによる収入 2,000,000 1,000,000

自己株式の取得による支出 △1,436,500 △100,130

自己株式の処分による収入 41,806 50,874

財務活動によるキャッシュ・フロー △366,848 △900,228

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 355

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,715,372 3,514,901

現金及び現金同等物の期首残高 9,611,442 6,896,070

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 6,896,070 ※ 10,410,971

④【キャッシュ・フロー計算書】
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

　時価法 （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

　移動平均法による原価法

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1）仕掛品

　個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

(2）原材料及び貯蔵品

　最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

　貯蔵品のうち電気計装予備品に関しては個別法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

３．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しています。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４

月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しています。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

　建物　　　　　　６～50年

　機械及び装置　　２～12年

(2）無形固定資産

　定額法を採用しています。

　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいています。

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度末負担額を計上しています。

(3）役員賞与引当金

　役員の賞与の支払いに備えて、会社が算定した支給見込額の当事業年度末負担額を計上しています。

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しています。

①　退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付

算定式基準によっています。

②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

　数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（９

年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しています。

　過去勤務費用については、発生年度において一括して費用処理しております。

(5）株式報酬引当金

　業績連動型株式報酬制度に基づく取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）への当社株式等の

交付に備えるため、当事業年度末における株式等の交付見込額に基づき計上しております。
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５．収益及び費用の計上基準

　当社は、主に塗工乾燥装置の製造及び販売を行っております。このような製品の販売については、製品を製造し

検収が行われるまでを履行義務としております。

　当該履行義務は、契約期間にわたる製造の進捗に応じて充足されることから、製造の進捗度に応じて収益を認識

しております。進捗度の測定は、発生原価が履行義務の充足における企業の進捗度に寄与及び概ね比例していると

考えられることから、発生原価に基づくインプット法により行っております。

　ただし、少額または契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく

短い場合には、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

６.ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっています。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…買掛金

(3) ヘッジ方針

為替リスク低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っています。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両

者の変動額等を基礎にして判断しています。

７．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっています。
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前事業年度 当事業年度

一定の期間にわたり収益

を認識する売上高
20,095,890 19,115,208

前事業年度 当事業年度

貸倒引当金（流動資産） 249,709 1,026,000

（重要な会計上の見積り）

１.一定の期間にわたり履行義務を充足するにつれて収益を認識する売上高

(1）当事業年度の財務諸表に計上した金額

（単位：千円）

(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　一定の期間にわたり履行義務を充足するにつれて収益を認識する売上高は、当事業年度末において収益総

額、原価総額及び当事業年度末における進捗度を合理的に見積り、金額を算定しております。なお、進捗度は

インプット法によっております。

　原価総額の見積りは、当事業年度末に製造中の製品の製造状況や請負契約の契約条件等を前提とし、これら

に著しい変化はないものと仮定して作成しております。

　しかしながら、顧客との交渉によって顧客が要求する仕様の内容が大幅に変化した場合、それによって収益

総額が変動した場合、想定していなかった原価が発生した場合等により原価総額が変動した場合は、売上高が

影響を受け、当社の業績を変動させる可能性があります。

２.貸倒引当金

(1）当事業年度の財務諸表に計上した金額

（単位：千円）

(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

　当社は、主要な取引先等から決算書を入手し、継続的に財務状況を把握しており、回収状況の適時な把握を通

じて与信の見直しを行い、今後の回収不能見込額を見積もっております。

　回収不能見込額は不確実性を伴うため、相手先の経営成績及び財政状態がさらに悪化した場合には、翌事業年

度の財務諸表における、貸倒引当金の計上金額に影響を及ぼす可能性があります。
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（未適用の会計基準等）

（リースに関する会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日　企業会計基準委員会）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日　企業会計基準委員会）　

等

(1）概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全ての

リースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検

討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての

定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号

の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されまし

た。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナン

ス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減

価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

(2）適用予定日

2028年３月期の期首から適用します。

(3）当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

（後発事象に関する会計基準等）

・「後発事象に関する会計基準」（企業会計基準第41号　2026年１月９日　企業会計基準委員会）

・「後発事象に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第35号　2026年１月９日　企業会計基準委員

会）

(1）概要

　「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定す

ることを優先的な課題とし、日本公認会計士協会　監査・保証基準委員会　監査基準報告書560実務指針第１号「後

発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管

することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承

認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。

(2）適用予定日

2028年３月期の期首から適用します。
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前事業年度
（2025年３月31日）

当事業年度
（2026年３月31日）

再評価を行った土地の期末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額
△128,090千円 △128,090千円

前事業年度
（2025年３月31日）

当事業年度
（2026年３月31日）

当座貸越極度額 7,300,000千円 7,600,000千円

借入実行残高 － －

差引額 7,300,000 7,600,000

（貸借対照表関係）

※１　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部を改正す

る法律（平成11年３月31日公布法律第24号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資

産の部に計上しています。

・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定め

る固定資産税評価額により算出

・再評価を行った年月日…2001年３月31日

　２　当座貸越契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と当座貸越契約を締結しています。これらの契約に基

づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりです。
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前事業年度
（自　2024年４月１日

　　至　2025年３月31日）

当事業年度
（自　2025年４月１日

　　至　2026年３月31日）

支払手数料 195,683千円 260,161千円

前事業年度
（自　2024年４月１日

　　至　2025年３月31日）

当事業年度
（自　2025年４月１日

　　至　2026年３月31日）

給料 244,302千円 244,035千円

賞与引当金繰入額 36,932 29,224

役員賞与引当金繰入額 182,343 143,922

株式報酬引当金繰入額 17,250 11,902

退職給付費用 14,000 18,531

減価償却費 2,422 1,846

貸倒引当金繰入額 149,701 876,298

前事業年度
（自　2024年４月１日

　　至　2025年３月31日）

当事業年度
（自　2025年４月１日

　　至　2026年３月31日）

当期製造費用に含まれる研究開発費 93,641千円 150,322千円

前事業年度
（自　2024年４月１日

　　至　2025年３月31日）

当事業年度
（自　2025年４月１日

　　至　2026年３月31日）

建物 -千円 129千円

車両運搬具 55 1,006

機械及び装置 202 -

土地 - 48,582

計 257 49,718

前事業年度
（自　2024年４月１日

　　至　2025年３月31日）

当事業年度
（自　2025年４月１日

　　至　2026年３月31日）

建物 122千円 245千円

機械及び装置 308 29

工具、器具及び備品 0 428

車両運搬具 0 0

計 431 704

（損益計算書関係）

※１　顧客との契約から生じる収益

　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との

契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項（収益認識関係）１．顧客との契約から生じる収益を分解した

情報」に記載しております。

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度18％、当事業年度15％、一般管理費に属する費用のおおよそ

の割合は前事業年度82％、当事業年度85％です。

　販売費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりです。

　一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりです。

※３　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりです。

※４　固定資産売却益の内容は、次のとおりです。

※５　固定資産除却損の内容は、次のとおりです。
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前事業年度
（自　2024年４月１日

　　至　2025年３月31日）

当事業年度
（自　2025年４月１日

　　至　2026年３月31日）

建物 8千円 -千円

計 8 -

※６　固定資産売却損の内容は、次のとおりです。

当事業年度期首株
式数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

発行済株式

普通株式 12,401 － － 12,401

合計 12,401 － － 12,401

自己株式

普通株式（注） 84 850 23 911

合計 84 850 23 911

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

2024年６月25日

定時株主総会
普通株式 505,015 41.00 2024年３月31日 2024年６月26日

2024年11月８日

取締役会
普通株式 470,165 41.00 2024年９月30日 2024年12月５日

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

2025年６月25日

定時株主総会
普通株式 517,079 利益剰余金 45.00 2025年３月31日 2025年６月26日

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加850千株は、2024年６月27日開催の取締役会において決議されました、自己株

式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）による自己株式の買付けによる増加850千株であります。減少23千株は、

2025年２月７日開催の取締役会において決議されました、当社従業員持株会に対する自己株式の処分に関し、2025年

３月27日に払込手続きが完了したものです。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

（注）１株当たりの配当額の内訳　普通配当41円　特別配当４円
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当事業年度期首株
式数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

発行済株式

普通株式 12,401 － － 12,401

合計 12,401 － － 12,401

自己株式

普通株式（注） 911 50 24 936

合計 911 50 24 936

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

2025年６月25日

定時株主総会
普通株式 517,079 45.00 2025年３月31日 2025年６月26日

2025年11月7日

取締役会
普通株式 503,388 44.00 2025年９月30日 2025年12月４日

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

2026年６月25日

定時株主総会
普通株式 527,392 利益剰余金 46.00 2026年３月31日 2026年６月26日

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加50千株は、2025年９月18日開催の取締役会において決議されました、自己株式

立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）による自己株式の買付けによる増加50千株であります。減少24千株は、2026

年２月６日開催の取締役会において決議されました、当社従業員持株会に対する自己株式の処分に関し、2026年３月

27日に払込手続きが完了したものです。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

　　2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案として次のとおり付議する予定です。

（注）１株当たりの配当額の内訳　普通配当44円　特別配当２円
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前事業年度
（自  2024年４月１日

至  2025年３月31日）

当事業年度
（自  2025年４月１日

至  2026年３月31日）

現金及び預金勘定 6,896,070千円 10,410,971千円

預入期間が３ケ月を超える定期預金 － －

現金及び現金同等物 6,896,070 10,410,971

（キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

　当社は、事業計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しています。一時的な余資は主に流動性の

高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しています。デリバティブは、後述する

リスクを回避するために利用することがありますが、投機的な取引は行わない方針です。

(2）金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形、売掛金及び契約資産は、顧客の信用リスクに晒されています。

　投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。

　営業債務である買掛金は、そのほとんどが６ヶ月以内の支払期日です。一部外貨建てのものについては、為替

の変動リスクに晒されていますが、先物為替予約を利用してヘッジする方針です。

　借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。

(3）金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は、営業部業務管理規程に従い、営業債権及び契約資産について、主要な取引先の状況を定期的にモニ

タリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把

握や軽減を図っています。

②　市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　当社は、外貨建ての営業債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、原則として先

物為替予約を利用してヘッジする方針です。

　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、また、市況や取引

先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しています。

　デリバティブ取引の執行・管理については、担当部署が決裁担当者の承認を得て行なっています。月次の取

引実績は、経営会議に報告しています。

③　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の

維持などにより流動性リスクを管理しています。

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、

当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する

契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

投資有価証券（*３）

　その他有価証券 1,907,769 1,907,769 －

　資産計 1,907,769 1,907,769 －

長期借入金（*２） 2,000,000 1,999,229 △770

　負債計 2,000,000 1,999,229 △770

デリバティブ取引（*４） （4,482） （4,482） －

貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

投資有価証券（*３）

　その他有価証券 2,842,739 2,842,739 －

　資産計 2,842,739 2,842,739 －

長期借入金（*２） 2,166,668 2,142,293 △24,374

　負債計 2,166,668 2,142,293 △24,374

デリバティブ取引（*４） 4,938 4,938 －

区分 前事業年度（千円） 当事業年度（千円）

非上場株式 300 300

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 6,892,611 － － －

受取手形 3,080 － － －

売掛金 1,062,458 － － －

電子記録債権 2,964,185 － － －

契約資産 13,491,486 － － －

合計 24,413,820 － － －

２．金融商品の時価等に関する事項

　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

　前事業年度（2025年３月31日）

　当事業年度（2026年３月31日）

*１．「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「電子記録債権」、「契約資産」、「買掛金」、「電子記録債

務」、「未払法人税等」、「未払消費税等」については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿

価額に近似することから、注記を省略しております。

*２．長期借入金には、１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

*３．市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下

のとおりであります。

*４．デリバティブ取引によって生じた正味の債権、債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい

ては（　）で表示しております。

（注）１．金銭債権の決算日後の償還予定額

　前事業年度（2025年３月31日）
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１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 10,406,824 － － －

受取手形 － － － －

売掛金 2,253,012 － － －

電子記録債権 390,949 － － －

契約資産 9,655,309 － － －

合計 22,706,094 － － －

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

長期借入金 666,666 666,666 666,668 － －

合計 666,666 666,666 666,668 － －

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

長期借入金 999,998 1,000,000 166,670 － －

合計 999,998 1,000,000 166,670 － －

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
　その他有価証券

株式 1,907,769 － － 1,907,769

資産計 1,907,769 － － 1,907,769

デリバティブ取引
　為替関連

－ 4,482 － 4,482

負債計 － 4,482 － 4,482

　当事業年度（2026年３月31日）

２．長期借入金の決算日後の返済予定額

前事業年度（2025年３月31日）

当事業年度（2026年３月31日）

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類

しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定

の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係る

インプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す

るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（１）　時価で貸借対照表に計上している金融商品

前事業年度（2025年３月31日）
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
　その他有価証券

株式 2,842,739 － － 2,842,739

デリバティブ取引
　為替関連

－ 4,938 － 4,938

資産計 2,842,739 4,938 － 2,847,677

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 1,999,229 － 1,999,229

負債計 － 1,999,229 － 1,999,229

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 2,142,293 － 2,142,293

負債計 － 2,142,293 － 2,142,293

当事業年度（2026年３月31日）

（２）　時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前事業年度（2025年３月31日）

当事業年度（2026年３月31日）

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価を

レベル１の時価に分類しております。

デリバティブ取引

　為替予約の時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル２の時価に分類し

ております。

長期借入金

　長期借入金の時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在

価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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種類
貸借対照表計上額

（千円）
取得原価（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

(1）株式 1,903,722 655,603 1,248,118

小計 1,903,722 655,603 1,248,118

貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

(1）株式 4,047 4,458 △411

小計 4,047 4,458 △411

合計 1,907,769 660,061 1,247,707

種類
貸借対照表計上額

（千円）
取得原価（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

(1）株式 2,842,739 993,968 1,848,770

小計 2,842,739 993,968 1,848,770

貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

(1）株式 － － －

小計 － － －

合計 2,842,739 993,968 1,848,770

種類 売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）

売却損の合計額

（千円）

株式 185 49 －

合計 185 49 －

種類 売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）

売却損の合計額

（千円）

株式 19,644 8,096 －

合計 19,644 8,096 －

（有価証券関係）

１．その他有価証券

前事業年度（2025年３月31日）

（注）非上場株式（貸借対照表計上額300千円）については、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」

には含めておりません。

当事業年度（2026年３月31日）

（注）非上場株式（貸借対照表計上額300千円）については、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」

には含めておりません。

２．売却したその他有価証券

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）
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ヘッジ会計の方法 取引の種類
主な

ヘッジ対象

契約額等

（千円）

契約額等のうち

１年超

（千円）

時価

（千円）

原則的処理方法

為替予約取引

　買建

　　米ドル 買掛金 134,914 － △2,308

　　中国元 買掛金 82,124 － △2,174

合計 217,038 － △4,482

ヘッジ会計の方法 取引の種類
主な

ヘッジ対象

契約額等

（千円）

契約額等のうち

１年超

（千円）

時価

（千円）

原則的処理方法

為替予約取引

　買建

　　米ドル 買掛金 95,662 － 3,275

　　中国元 買掛金 41,539 － 1,663

合計 137,202 － 4,938

（デリバティブ取引関係）

１.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

２.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

（1）通貨関連

前事業年度（2025年３月31日）

当事業年度（2026年３月31日）
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前事業年度

（自　2024年４月１日

    至　2025年３月31日）

当事業年度

（自　2025年４月１日

    至　2026年３月31日）

退職給付債務の期首残高 906,085千円 905,162千円

勤務費用 52,722 51,362

利息費用 10,873 13,704

数理計算上の差異の発生額 △46,252 △80,358

退職給付の支払額 △18,265 △19,683

過去勤務費用の発生額 - 53,024

退職給付債務の期末残高 905,162 923,211

前事業年度

（2025年３月31日）

当事業年度

（2026年３月31日）

非積立型制度の退職給付債務 905,162千円 923,211千円

未積立退職給付債務 905,162 923,211

未認識数理計算上の差異 118,556 185,169

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,023,719 1,108,381

退職給付引当金 1,023,719 1,108,381

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,023,719 1,108,381

前事業年度

（自　2024年４月１日

    至　2025年３月31日）

当事業年度

（自　2025年４月１日

    至　2026年３月31日）

勤務費用 52,722千円 51,362千円

利息費用 10,873 13,704

数理計算上の差異の費用処理額 3,254 △13,745

過去勤務費用の費用処理額 - 53,024

確定給付制度に係る退職給付費用 66,849 104,345

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しています。

　退職一時金制度（非積立型制度です。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給し

ます。

２．確定給付制度

（１）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（２）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

（３）退職給付費用及びその内訳項目の金額
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前事業年度

（2025年３月31日）

当事業年度

（2026年３月31日）

割引率

予想昇給率

1.47％

1.0～4.1％

2.44％

1.0～3.2％

（４）数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

３．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度45,490千円、当事業年度47,911千円です。

前事業年度
（2025年３月31日）

当事業年度
（2026年３月31日）

繰延税金資産

貸倒引当金 78,583千円 354,354千円
賞与引当金 70,165 58,078
株式報酬引当金 9,559 13,304
未払事業税 40,383 37,851
投資有価証券評価損 29,726 29,726
退職給付引当金 322,454 348,807
その他 79,085 80,594

繰延税金資産小計 629,958 922,717
評価性引当額（注） △126,689 △402,460
繰延税金資産合計 503,268 520,257

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △364,169 △555,197
その他 － △1,554
繰延税金負債合計 △364,169 △556,751

繰延税金資産の純額 139,099 －

繰延税金負債の純額 － △36,494

再評価にかかる繰延税金負債計 497,349千円 497,349千円

前事業年度

(2025年３月31日)

当事業年度

(2026年３月31日)

法定実効税率 30.58％ 30.58％

（調整）

評価性引当額の増減 1.29 8.86

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.73 1.62

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.09 △0.12

住民税均等割 0.13 0.16

税率変更による影響 △0.38 △0.11

税額控除 △1.49 △0.00

その他 △0.01 △0.21

税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.76 40.78

（税効果会計関係）

 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（注）当事業年度の評価性引当額が275,771千円増加しております。

　　　この増加の主な内容は、貸倒引当金にかかる評価性引当額の増加275,771千円です。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

（資産除去債務関係）

資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しています。
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（賃貸等不動産関係）

賃貸等不動産を所有していますが、総額に重要性が乏しいため、注記を省略しています。
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最終製品

合計ディスプレイ

部品関連機器

機能性フィル

ム関連塗工機

器

電子部品関

連塗工機器

エネルギー

関連機器
化工機器 その他

国内 4,113,310 2,892,867 256,966 2,337,220 12,972 742,997 10,356,334

中国 5,567,191 912,823 21,885 940,770 － 138,904 7,581,574

欧州（注） － － － 1,593,409 － 900 1,594,309

韓国 19,148 1,301,256 110,274 85,700 － 47,353 1,563,731

その他 142,964 56,519 － 236,349 － 46,880 482,713

顧客との契約

から生じる収益
9,842,614 5,163,465 389,125 5,193,449 12,972 977,034 21,578,662

一時点で移転される財 349,220 65,888 － 126,605 － 941,058 1,482,771

一定の期間にわたり移

転される財
9,493,394 5,097,577 389,125 5,066,844 12,972 35,975 20,095,890

最終製品

合計ディスプレイ

部品関連機器

機能性フィル

ム関連塗工機

器

電子部品関

連塗工機器

エネルギー

関連機器
化工機器 その他

国内 3,545,527 2,440,409 198,614 2,596,561 － 688,659 9,469,772

中国 6,489,805 2,924,559 39,300 292,101 － 126,114 9,871,880

欧州（注） － － － 987,595 － － 987,595

韓国 － 163,680 5,520 55,000 － 43,678 267,878

その他 40,909 21,087 36,500 25,933 － 15,734 140,164

顧客との契約

から生じる収益
10,076,243 5,549,736 279,934 3,957,191 － 874,185 20,737,290

一時点で移転される財 556,320 54,800 39,300 105,320 － 866,342 1,622,082

一定の期間にわたり移

転される財
9,519,923 5,494,936 240,634 3,851,871 － 7,843 19,115,208

（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

（単位：千円）

（注）当社とエネルギー関連機器メーカーとの間には秘密保持契約を締結しており、国名を開示すると取引先名称が特

定できる恐れがあるため、地域名の開示に留めております。

　当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

（単位：千円）

（注）当社とエネルギー関連機器メーカーとの間には秘密保持契約を締結しており、国名を開示すると取引先名称が特

定できる恐れがあるため、地域名の開示に留めております。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項（重要な会計方針）５.収益及び費用の計上基準」に記載のと

おりであります。
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（単位：千円）

前事業年度 当事業年度

期首時点で前受金に含まれており

認識された収益
2,637,110 1,305,493

（単位：千円）

前事業年度 当事業年度

１年以内 15,571,237 16,369,741

１年超 8,712,828 7,333,894

合計 24,284,065 23,703,635

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末におい

て存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

（1）契約資産及び契約負債の残高等

当事業年度に認識された収益のうち、期首時点で前受金に含まれていた金額は下記のとおりです。

（2）残存履行義務に配分した取引価格

当事業年度末時点における未履行の履行義務残高は下記のとおりです。
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（単位：千円）

日本 中国 欧州 韓国 その他 合計

10,356,334 7,581,574 1,594,309 1,563,731 482,713 21,578,662

（単位：千円）

　顧客の氏名又は名称 売上高

椿本興業株式会社 9,874,789

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前事業年度（自  2024年４月１日  至  2025年３月31日）

当社は、機械器具製造業の単一セグメントであるため記載を省略しています。

当事業年度（自  2025年４月１日  至  2026年３月31日）

当社は、機械器具製造業の単一セグメントであるため記載を省略しています。

【関連情報】

前事業年度（自  2024年４月１日  至  2025年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高90％を超えるため、記載を

省略しています。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しています。

３．主要な顧客ごとの情報
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（単位：千円）

日本 中国 欧州 韓国 その他 合計

9,469,772 9,871,880 987,595 267,878 140,164 20,737,290

（単位：千円）

　顧客の氏名又は名称 売上高

椿本興業株式会社 7,656,439

当事業年度（自  2025年４月１日  至  2026年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高90％を超えるため、記載を

省略しています。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しています。

３．主要な顧客ごとの情報

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度（自  2024年４月１日  至  2025年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自  2025年４月１日  至  2026年３月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度（自  2024年４月１日  至  2025年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自  2025年４月１日  至  2026年３月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前事業年度（自  2024年４月１日  至  2025年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自  2025年４月１日  至  2026年３月31日）

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

該当事項はありません。

前事業年度
（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当事業年度
（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

１株当たり純資産額 1,708.48円 1,811.62円

１株当たり当期純利益 204.66円 156.30円

前事業年度
(2025年３月31日)

当事業年度
(2026年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 19,631,592 20,770,271

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円）
－ －

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 19,631,592 20,770,271

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数（千株）
11,490 11,465

前事業年度
(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

１株当たり当期純利益

当期純利益（千円） 2,390,888 1,791,692

普通株式に係る当期純利益（千円） 2,390,888 1,791,692

普通株式の期中平均株式数（千株） 11,681 11,463

（１株当たり情報）

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

　　　　３．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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資産の種類
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額

（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期
末残高

（千円）

有形固定資産

建物 4,180,106 37,769 27,698 4,190,177 1,847,133 153,606 2,343,043

構築物 351,796 6,354 － 358,150 191,223 9,874 166,927

機械及び装置 1,621,732 254,841 3,441 1,873,133 1,255,527 121,486 617,605

車両運搬具 85,520 14,997 8,394 92,123 68,250 8,409 23,873

工具、器具及び備品 182,018 24,567 11,126 195,460 152,291 14,754 43,168

土地
2,001,209

（1,580,391）
－ 109,417

1,891,792

（1,580,391）
－ － 1,891,792

建設仮勘定 15,353 137,946 63,791 89,508 － － 89,508

有形固定資産計 8,437,739 476,477 223,869 8,690,346 3,514,426 308,131 5,175,919

無形固定資産

ソフトウエア － － － 69,904 50,743 12,125 19,161

その他 － － － 3,864 2,187 － 1,677

無形固定資産計 － － － 73,768 52,930 12,125 20,839

長期前払費用 2,659 415 32 3,042 2,453 474 588

資産の種類 内容 金額（千円）

機械及び装置
パンチレーザ複合加工

機
127,585

機械及び装置
ファイバーレーザ切断

加工機
71,061

建設仮勘定 空調設備工事 73,600

資産の種類 内容 金額（千円）

土地 滋賀県草津市南草津 109,417

建設仮勘定
太陽光発電設備設置工

事
34,558

⑤【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　（注）１.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

２.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

３.無形固定資産の金額が、資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減

少額」の記載は省略しています。

４.「当期首残高」及び「当期末残高」欄の（　）内は内書きで、土地の再評価に関する法律（平成10年法律第

34号）により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

【社債明細表】

該当事項はありません。
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区分
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

１年以内に返済予定の長期借入金 666,666 999,998 1.20 －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを

除く。）
1,333,334 1,166,670 1.17 2027年～2028年

合計 2,000,000 2,166,668 － －

１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

長期借入金 1,000,000 166,670 － －

【借入金等明細表】

（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりで

あります。

区分
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）

（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 249,709 884,412 100,008 8,113 1,026,000

賞与引当金 229,450 184,552 229,450 － 184,552

役員賞与引当金 182,343 143,922 182,343 － 143,922

株式報酬引当金 30,375 12,075 － 172 42,277

【引当金明細表】

【資産除去債務明細表】

　当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末におけ

る負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略

しています。
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区分 金額（千円）

現金 4,146

預金の種類

当座預金 10,394,955

普通預金 1,192

外貨預金 4,988

別段預金 5,688

小計 10,406,824

合計 10,410,971

相手先 金額（千円）

ディスプレイ部品関連メーカー（国内） 899,665

椿本興業株式会社 679,738

機能性フィルム関連メーカー（国内） 221,028

機能性フィルム関連メーカー（国内） 171,490

ディスプレイ部品関連メーカー（国内） 49,830

その他 231,261

合計 2,253,012

当期首残高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

当期末残高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

× 100
(A) ＋ (B)

　

(A) ＋ (D)

２

(B)

365
　

1,062,458 6,878,771 5,688,217 2,253,012 71.6 88.0

（２）【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産の部

イ．現金及び預金

ロ．売掛金

(イ）相手先別内訳

　（注）　当社とディスプレイ部品関連メーカー（国内）及び機能性フィルム関連メーカー（国内）との間には、秘密保

持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

- 79 -



相手先 金額（千円）

椿本興業株式会社 248,169

機能性フィルム関連メーカー（国内） 87,660

ディスプレイ部品関連メーカー（国内） 16,997

ディスプレイ部品関連メーカー（国内） 15,665

機能性フィルム関連メーカー（国内） 3,966

その他 18,491

合計 390,949

期日別 金額（千円）

2026年４月 17,643

５月 18,243

６月 341,852

７月 11,545

８月 1,663

合計 390,949

相手先 金額（千円）

椿本興業株式会社 3,226,577

エネルギー関連メーカー（韓国） 1,816,020

ディスプレイ部品関連メーカー（国内） 1,608,628

機能性フィルム関連メーカー（中国） 819,500

Dürr Systems AG 617,289

その他 1,567,293

合計 9,655,309

ハ．電子記録債権

(イ）相手先別内訳

　（注）　当社と機能性フィルム関連メーカー（国内）及びディスプレイ関連メーカー（国内）との間には、秘密保持契

約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。

(ロ）期日別内訳

ニ．契約資産

(イ）相手先別内訳

　（注）　当社とエネルギー関連メーカー（韓国）、ディスプレイ部品関連メーカー（国内）及び機能性フィルム関連メ

ーカー（中国）との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
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品目 金額（千円）

ディスプレイ部品関連機器 99,816

機能性フィルム関連塗工機器 118,595

電子部品関連塗工機器 9,351

エネルギー関連機器 45,914

その他 34,177

合計 307,855

区分 金額（千円）

原材料

ステンレス鋼材 31,377

一般鋼材 4,071

予備・在庫品 150,522

コイル 333

貯蔵品 615

合計 186,919

ホ．仕掛品

ヘ．原材料及び貯蔵品
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銘柄 金額（千円）

椿本興業株式会社 643,453

株式会社滋賀銀行 493,695

株式会社立花エレテック 374,855

株式会社りそなホールディングス 219,446

ダイトーケミックス株式会社 194,400

その他 917,188

合計 2,843,039

相手先 金額（千円）

株式会社加貫ローラ製作所 171,380

住友重機械工業株式会社 95,113

東田電機産業株式会社 82,255

三島鐵工株式会社 69,080

井澤金属株式会社 56,826

その他 810,275

合計 1,284,931

②　固定資産の部

　投資有価証券

③　流動負債の部

イ．買掛金
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相手先 金額（千円）

住友重機械工業株式会社 155,872

東洋熱工業株式会社 86,900

井澤金属株式会社 79,655

株式会社立花エレテック 67,852

三光機工株式会社 58,397

その他 391,439

合計 840,116

期日別 金額（千円）

2026年４月 198,307

５月 206,160

６月 80,045

７月 116,033

８月 121,672

９月以降 117,896

合計 840,116

相手先 金額（千円）

機能性フィルム関連メーカー（中国） 564,750

ディスプレイ部品関連メーカー（中国） 554,978

ディスプレイ部品関連メーカー（中国） 324,000

機能性フィルム関連メーカー（中国） 270,000

電子部品関連メーカー（国内） 127,016

その他 471,457

合計 2,312,202

ロ．電子記録債務

(イ）相手先別内訳

(ロ）期日別内訳

ハ．前受金

　（注）　当社と機能性フィルム関連メーカー（中国）、ディスプレイ部品関連メーカー（中国）及び電子部品関連メー

カー（国内）との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
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中間会計期間 当事業年度

売上高（千円） 12,547,505 20,737,290

税引前中間（当期）純利益（千円） 2,399,002 3,025,586

中間（当期）純利益（千円） 1,522,026 1,791,692

１株当たり中間（当期）純利益（円） 132.55 156.30

（３）【その他】

当事業年度における半期情報等
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事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日

３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り

取扱場所

（特別口座）

大阪市中央区伏見町三丁目６番３号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

株主名簿管理人

（特別口座）

大阪市中央区伏見町三丁目６番３号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 ──────

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他や

むを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。

公告掲載ＵＲＬ

https://www.technosmart.co.jp

株主に対する特典 該当事項はありません。

第６【提出会社の株式事務の概要】

（注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の規定に

よる請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以

外の権利を行使することはできません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第91期）（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）2025年６月26日近畿財務局長に提出

(2）内部統制報告書及びその添付書類

2025年６月26日近畿財務局長に提出

(3）半期報告書及び確認書

（第92期中）（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）2025年11月10日近畿財務局長に提出

(4）臨時報告書

2025年６月25日近畿財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨

時報告書であります。

(5）自己株券買付状況報告書

報告期間（自　2025年９月１日　至　2025年９月30日）2025年10月10日近畿財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2026年６月24日

株式会社テクノスマート

取締役会　御中

仰星監査法人

大阪事務所

指定社員

業務執行社員
公認会計士 俣野　　朋子

指定社員

業務執行社員
公認会計士 廣田　　拓爾

＜財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社テクノスマートの2025年４月１日から2026年３月31日までの第92期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表

について監査を行った。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

テクノスマートの2026年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロ

ーの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立してお

り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手したと判断している。



一定の期間にわたり充足される履行義務に係る原価総額の見積り

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

　注記事項（重要な会計方針）５．収益及び費用の計上基

準に記載のとおり、会社は、少額または契約における取引

開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点ま

での期間がごく短い場合を除き、履行義務を充足するにつ

れて、一定の期間にわたり収益を認識する方法を適用して

いる。当事業年度における売上高20,737,290千円のうち、

注記事項（収益認識関係）に記載のとおり、一定の期間に

わたり収益を認識する方法による売上高は19,115,208千円

と、総売上高の大部分を占めている。また、進捗度の見積

りはインプット法によっている。

　会社が営むディスプレイ部品関連機器や機能性フイルム

関連塗工機器の製作期間は一般的に長く、一定の期間にわ

たり収益を認識する方法の適用に際し、会社は注記事項

（重要な会計上の見積り）に記載のとおり、収益総額、原

価総額及び事業年度末における進捗度の見積りを行ってい

る。特に、収益の計上の基礎となる実行予算における原価

総額の見積りは、製品完成までに要する作業内容、工数、

部品費等の調達価格等に関する経営者の重要な判断が介在

し、不確実性を伴うものである。

　以上より、当監査法人は、一定の期間にわたり充足され

る履行義務に係る原価総額の見積りの適切性が、当事業年

度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主

要な検討事項」に該当すると判断した。

　当監査法人は、一定の期間にわたり充足される履行義務

に係る進捗度の測定の前提となる原価総額の見積り及びそ

の見積りにあたって採用された主要な仮定の適切性を評価

するため、主に以下の監査手続を実施した。

①内部統制評価

　顧客からの仕様書等に基づき実行予算を作成するプロセ

スについて、経営者が行った見積方法及びその見積りにお

いて用いられた主要な仮定を評価するために、経営者が作

成した実行予算の作成手順書を閲覧し、作成手順及び主要

な仮定に関して責任者への質問を実施した。その上で、特

に以下の統制に着目し、内部統制の整備状況及び運用状況

の有効性を評価した。

・　製造作業の項目ごとの見積原価や工数が適切に積算さ

れていることを確かめる統制

・　製造着手後の状況の変化を、適時かつ適切に原価総額

の見積りに反映させるための統制

②原価総額の見積りの適切性

・　経営者が行った見積方法の適切性及び見積り精度を評

価するため、完成済み案件における製造初期段階の見

積原価総額と完成時点の実績数値との比較分析を行っ

た。その上で重要な変動が認められる案件について

は、その要因を責任者に質問するとともに、対応する

仕様変更の内容及び受注金額の変動額との対応関係を

確かめた。

・　経営者が行った原価総額の見積りの適切性を検討する

ため、受注案件別に原価総額の変動推移を分析し、期

末時点における変動については、その変動の適切性に

ついて、責任者に質問するとともに発注書等の根拠証

憑を閲覧し照合した。また、主要な製造現場を視察

し、原価総額の見積りに重要な影響を及ぼす可能性の

ある事象の発生を責任者への質問等により検討すると

ともに、一定の方針に基づき抽出した案件を構成する

部品費等の実地棚卸の立会を実施した。

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると

判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対

応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者

の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロ

セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。



財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象

を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻

害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査

上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場

合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に

見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

＜内部統制監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社テクノスマートの

2026年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　当監査法人は、株式会社テクノスマートが2026年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財

務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制

監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責



　（注）１.上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

　２.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監

査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし

ている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

内部統制監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ

て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適

用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部

統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内

部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した

内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について

報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻

害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

＜報酬関連情報＞

　当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業

務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(３)【監査の状況】に記載さ

れている。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上
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１【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

　当社代表取締役社長　飯田　陽弘は、当社の第92期（自2025年４月１日　至2026年３月31日）の有価証券報告書の

記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

２【特記事項】

　特記すべき事項はありません。
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１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

　当社代表取締役社長　飯田　陽弘は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業

会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監

査に関する実施基準の改訂について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備

及び運用し、当社の財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保しています。

　なお、内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や当初想定

していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合等があり、固有の限界を有す

るため、その目的の達成にとって絶対的なものではなく、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することが

できない可能性があります。

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

　財務報告に係る内部統制の評価は、事業年度末である2026年３月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる

財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、当社の財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。

　評価の範囲は、当社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を評価の対象といた

しました。

　財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（以下「全社的な内部統制」）及び決算・財務報告に係る業務プロセ

スのうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、すべて評価の対象とし、評価対象とな

る内部統制全体を適切に理解及び分析した上で、関係者への質問、記録の検証等の手続を実施することにより、内部

統制の整備及び運用状況並びにその状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響の程度を評価いたしました。

　また、業務プロセスについては、財務報告に対する金額的及び質的影響並びにリスクの発生可能性を考慮し、上記

の全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。

　業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社は単一セグメントであり、子会社及び関連会社を有して

いないため、当社全体を重要な事業拠点として評価対象としております。当社は、フィルム、金属箔及び紙などの基

材に各種の機能性を持たせるための塗工乾燥装置を主とした各種乾燥機、熱処理機、化工機、その他産業機械の設

計、製作、据付販売を行っていることを踏まえ、当該事業拠点において、当社の事業目的に大きく関わる勘定科目、

すなわち「売上高」「売上原価」「棚卸資産」並びに「売掛金」「電子記録債権」「契約資産」などの売上債権及び

「前受金」に至る業務プロセスを評価の対象としております。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積り

や予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとし

て、具体的には、製造の進捗度と見積原価総額を算定する業務プロセス等を評価の対象に追加いたしました。評価の

対象とした業務プロセスについては、それぞれのプロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす

統制上の要点を選定し、関連文書の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の観察、内部統制の

実施記録の検証等の手続を実施することにより、当該統制上の要点の整備及び運用状況を評価いたしました。

３【評価結果に関する事項】

　上記の評価の結果、2026年３月31日現在における当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし

た。

４【付記事項】

　付記すべき事項はありません。

５【特記事項】

　特記すべき事項はありません。


